
 

審査意見への対応を記載した書類（６月） 

 

（目次） 看護学研究科 看護学専攻（M） 

 

【設置の趣旨・目的等】 

１ 設置の必要性、養成する人材像、３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラ

ム・ポリシー、アドミッション・ポリシーをいう。以下同じ。）について、以下の点を明確

にするとともに、必要に応じて適切に改めること。（是正事項） 

 

（１）「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.12「２ 博士前期課程及び博士後期課

程を同時設置する理由」において、「第１に、研究の継続性が得られること」を挙げている。

しかしながら、博士前期課程の教育課程にある専門領域のうち、「看護マネジメント学領域」、

「家族看護学領域」、「小児看護学領域」、「成人看護学領域」及び「在宅看護学領域」に関す

る領域が博士後期課程の教育課程上見受けられないことから、両課程を通じて「研究の継続

性が得られる」計画なのか疑義がある。このため、両課程の「研究の継続性」が適切に担保

されている計画であることについて具体的に説明すること。【研究科共通】・・・５ページ 

 

（２）「研究コース」のディプロマ・ポリシーについて、「設置の趣旨等を記載した書類（本

文）」p.９において、看護の実践能力を有することが（イ）に掲げられているなど、研究に

特化した人材を想定したディプロマ・ポリシーには見受けられず、「研究コース」において

どのような人材を養成するのか、またそれに基づくコース名称が適切なのか、判然としない

ことから、本専攻における「研究コース」の位置づけが不明確である。また、「高度実践看

護コース」及び「助産コース」については、「研究コース」のディプロマ・ポリシーに「加

えて」、それぞれのディプロマ・ポリシーが設定されていることから、「研究コース」のディ

プロマ・ポリシーは、他の２つのコースのベースになっている計画であるように見受けられ

る。しかしながら、同書類の p.33 に示された「図 看護学部と看護学研究科との関係図」

では、「研究コース」は他の２つのコースと並列に記載されていることや、「設置の趣旨等を

記載した書類（資料）」の資料５－４「履修モデル」で示されているコースごとの履修科目

を確認すると、「高度実践看護コース」及び「助産コース」の履修モデルからは「研究コー

ス」の履修がベースになっているとは見受けられないことから、「高度実践看護コース」及

び「助産コース」のディプロマ・ポリシーにおいて「研究コース」のディプロマ・ポリシー

を含むことの妥当性について疑義がある。このため、「研究コース」において養成する人材

はどのような人材なのかを明らかにした上で、適切なディプロマ・ポリシーになるよう必要

に応じて適切に改めるとともに、「高度実践看護コース」及び「助産コース」のディプロマ・

ポリシーに「研究コース」のディプロマ・ポリシーを含めることの妥当性について、具体的

に説明すること。また、関係する資料を必要に応じて適切に改めること。・・・１０ページ 
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（３）審査意見１（２）のとおり、養成する人材像及びディプロマ・ポリシーの妥当性が判

断できないため、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの妥当性も判断で

きない。このため、関連する意見への対応を踏まえつつ、養成する人材像及びディプロマ・

ポリシーに整合したカリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーが適切に設定さ

れていることについて、図や表を用いつつ具体的に説明するとともに、必要に応じて適切に

改めること。・・・１５ページ 

 

【教育課程等】 

２ 「高度実践看護コース」の教育課程について、修了要件は「42単位以上を修得し、課題

研究の審査に合格した者」と設定されていることから、大学院設置基準で規定する博士前期

課程の修了要件である 30単位以上の修得と比較して過密な履修スケジュールになると見受

けられる。また、これに加え、特定行為研修の受講を希望する学生は、「特定行為研修区分

別科目」のうち、講義科目と実習科目を履修することができると説明しており、特定行為研

修の受講を希望する学生は、修業年限２年の中で修了要件を満たした上で、特定行為研修を

受けるためには、相当に過密な履修スケジュールになると考えられる。このことから、十分

な学修時間を確保できるよう計画的に学修を進められる配慮が必要と考えられる。しかし

ながら、そのための配慮措置として、「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」p.18 で「多く

の履修すべき科目があるため科目履修年度を詳細に定め・・・指定された学年で受講するよ

うに履修指導をする」と説明しているものの、「特定行為研修区分別科目」については特段

履修時期が定められておらず、特定行為研修の認定を希望する学生に対する履修モデルも

示されていないことから、十分な学修時間が確保される計画なのか疑義がある。このため、

「高度実践看護コース」について、履修指導や課題研究指導その他の配慮措置を含め、修業

年限２年の中で、学生の学修時間が十分に確保される適切な教育課程が編成されているこ

とを明確に説明すること。（是正事項）・・・２６ページ 

 

３ 「助産コース」の教育課程について、修了要件が「61単位以上を修得し、課題研究の審

査に合格した者」と設定されており、「助産コース」の学生は、修業年限２年の中でこれら

全てを履修した上で、課題研究指導を受けるためには、相当に過密な履修スケジュールにな

ると考えられるが、「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」p.23 で「講義・演習科目と、実

習科目が多いため、課題などを計画的に進めるよう促すとともに、教員も取り組み状況を確

認しつつ進める」と説明しているものの、「高度実践看護コース」のように科目履修年度を

定めている説明もないため、十分な学修時間が確保される計画なのか疑義がある。このため、

「助産コース」について、履修指導や課題研究指導その他の配慮措置を含め、修業年限２年

の中で、学生の学修時間が十分に確保される適切な教育課程が編成されていることを明確

に説明すること。（是正事項）・・・３０ページ 
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【入学者選抜】 

４ 「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.49「５ 選抜方法及び募集人員」では、一

般選抜と社会人選抜のいずれも同じ入試科目が課される計画であると見受けられるものの、

選抜方法については「面接では、アドミッション・ポリシーに基づいて選抜を行う」としか

説明されておらず、「英語（読解）」及び「看護専門（記述）」に関して説明されていないた

め、それぞれの選抜方法によって、アドミッション・ポリシーに基づき何を評価・判定する

のか判然としない。また、同書類 p.45 に記載しているアドミッション・ポリシーの５．に

おいて「助産コース志願者は、・・・『一般選抜』及び『社会人選抜』の区分で入学者選抜を

行う」ことを掲げているが、同書類の p.49「５ 選抜方法及び募集人員」では、「助産コー

ス」に限らず一般選抜と社会人選抜を実施する計画であるように見受けられることに加え

て、両区分の選抜方法や評価基準の違いに関する説明がないため、一般選抜と社会人選抜の

位置づけが不明確である。このため、一般選抜と社会人選抜それぞれの選抜区分・選抜方法

において、アドミッション・ポリシーに基づき何を評価・判定するのか具体的に説明した上

で、アドミッション・ポリシーに基づき適切な選抜方法が設定されていることを明確に説明

すること。（是正事項）・・・３４ページ 

 

５ 「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」p.45 において、アドミッション・ポリシー５．

について、「学士の学位を有しない社会人についても出願資格を与えることとし」と説明し

ており、同書類 p.45「２ 選抜区分及び出願資格（博士前期課程）」においても出願するこ

とを認めると記載されているが、学士の資格を有さない者の入学資格の判断についての記

載が見受けられないため、アドミッション・ポリシーで説明されている意図が判然としない。

また、同書類 p.47「（４）社会人選抜（研究コース）」において、他の区分で求める「実務経

験」とは異なり「３年以上の職務経験を有する者」と説明されているが、どのような「職務

経験」を求めているのかが判然としない。加えて、同箇所において「大学入学資格を有し」

と説明しているが、「大学院入学資格」の誤りではないかと思われるものの、判然としない。

このため、受験生に対して誤解を生じさせる懸念があることから、適切に改めること。（是

正事項）・・・３７ページ 

 

【教育研究実施組織】 

６ 教員資格審査において、「不可」や「保留」、「適格な職位・区分であれば可」となった授

業科目について、当該授業科目を担当する教員を専任教員以外の教員で補充する場合には、

当該授業科目の教育課程における位置付け等を明確にした上で、当該教員を後任として補

充することの妥当性について説明すること。（是正事項）・・・４５ページ 
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７ 「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.51「３ 教員組織の年齢構成」において

は、本学の定年規定に基づく定年年齢に達する者は「学長」、「副学長」、「学部長及び図書館

長」及び「研究科長」の任期に関する規程により、「それぞれ４年間の任期制の職としてい

るため、定年年齢は適用されない」と説明し、「学年進行中に定年退職を迎える教員はいな

い」と説明している。しかしながら、各役職の任期に関する規程において定められている任

期は、役職に就く任期を定めているものと見受けられ、本学の教員として定年規程が適用さ

れない取扱いであることが確認できないが、本学の定年規程が未提出であるため、取扱いが

判然としない。このため、本学の定年規程を提出するとともに、年齢構成を踏まえた教育研

究の継続性の観点から、改めて適切な教育研究実施組織が編制されていることを説明する

こと。【研究科共通】（改善事項）・・・４６ページ 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【設置の趣旨・目的等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応） 

審査意見への対応を記載した書類（資料編） 資料１－１に示すように、博士前期課程で

「看護マネジメント学領域」「家族看護学領域」「小児看護学領域」「成人看護学領域」「在宅

看護学領域」を修了した者が、博士後期課程に進む場合には、博士前期課程で取り組んだ研

究課題はより分化・昇華したものになっていくと考えられるため、博士後期課程では、より

分化・昇華した研究課題に関連する領域で取り扱い、博士前期課程における研究の継続性の

担保を図る。具体的には、高齢者の家族の問題を研究課題とする場合は、老年看護学領域、

小児領域で子どもの精神的な問題を取り扱う場合は精神看護学領域、在宅領域で訪問看護

ステーションの経営をテーマとする場合は医療経営学領域でそれぞれ博士前期課程での研

究課題が継続できるようにする、ということである。また、看護マネジメントは、いずれの

領域にも共通するので、どの領域の看護管理を取り扱うにより該当する領域で研究を継続

することができる。さらに、複数指導体制をとることから、博士前期課程の「看護マネジメ

ント学領域」「家族看護学領域」「小児看護学領域」「成人看護学領域」「在宅看護学領域」の

教員が指導に加わることが可能である。 

 これらの説明を「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の「第２章 ２ 博士前期課程

及び博士後期課程を同時設置する理由」、「第５章 教育方法、履修指導、研究指導の方法及

び修了要件 ３ 研究指導」、「第 7章 基礎となる学部（又は修士課程）との関係」、「第１

２章 教員研究実施組織の編成の考え方及び特色 ２ 研究の分野及び研究体制（２）博士

後期課程」に追記した。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

１．（１）「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.12「２ 博士前期課程及び博士後

期課程を同時設置する理由」において、「第１に、研究の継続性が得られること」を挙げて

いる。しかしながら、博士前期課程の教育課程にある専門領域のうち、「看護マネジメント

学領域」、「家族看護学領域」、「小児看護学領域」、「成人看護学領域」及び「在宅看護学領

域」に関する領域が博士後期課程の教育課程上見受けられないことから、両課程を通じて

「研究の継続性が得られる」計画なのか疑義がある。このため、両課程の「研究の継続性」 

が適切に担保されている計画であることについて具体的に説明すること。【研究科共通】 
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【１２ページ】 

第２章 修士課程までの構想か、又は、

博士課程の設置を目指した構想か 

２ 博士前期課程及び博士後期課程を

同時設置する理由 

 第１に、研究の継続性が得られるこ

とである。将来、教育者や研究者を目指

して博士前期課程で学修する者にとっ

て、当初から博士後期課程を備えた研

究科であることは、研究課題の選択と

継続的な研究活動にかかわる重要事項

である。博士後期課程があることで、博

士前期課程の学生の学修において先の

見通しが立ち、学修意欲の向上にもつ

ながるほか、前期課程で研究の基礎を

学び、後期課程への進学後も連続して

一貫した研究指導を受けながら、研究

する能力を育むことができる。 

看護学専攻においては、前期課程と

後期課程の専門領域が完全に一致して

いるわけではない。しかし、前期課程で

研究指導を行った多くの教員が後期課

程においても研究指導ができる体制と

なっている。そのため、前期課程のみで

後期課程に同様の領域がない基盤看護

学分野の「看護マネジメント学」「家族

看護学」、地域包括ケア看護学分野の

「小児看護学」「成人看護学領域」「在宅

看護学領域」「クリティカルケア看護

学」の領域の前期課程修了者が後期課

程に進む場合には、前期課程での研究

を通じて、より分化・昇華した研究課題

に最も関連の深い領域において、研究

を継続するものとする。 

 

 

【１２ページ】 

第２章 修士課程までの構想か、又は、

博士課程の設置を目指した構想か 

２ 博士前期課程及び博士後期課程を

同時設置する理由 

第１に、研究の継続性が得られるこ

とである。将来、教育者や研究者を目指

して博士前期課程で学修する者にとっ

て、当初から博士後期課程を備えた研

究科であることは、研究課題の選択と

継続的な研究活動にかかわる重要事項

である。博士後期課程があることで、博

士前期課程の学生の学修において先の

見通しが立ち、学修意欲の向上にもつ

ながるほか、前期課程で研究の基礎を

学び、後期課程への進学後も連続して

一貫した研究指導を受けながら、研究

する能力を育むことができる。 
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【２９ページ】 

第５章 教育方法、履修指導、研究指導

の方法及び修了要件 

３ 研究指導 

（２）博士後期課程 

学生は、進学あるいは受験時にあら

かじめ定め、事前相談を行い、教員側が

認めた場合、受験ができる。前期課程の

みで後期課程に同様の領域がない「看

護マネジメント学」「家族看護学」「小

児看護学」「成人看護学領域」「在宅看

護学領域」「クリティカルケア看護学」

の領域の修了者が後期課程に進む場合

には、前期課程の指導教員と相談し、後

期課程での研究課題に最も関連の深い

領域で事前相談を行う。 

学生は入学・進学後、定められた日程

までに研究指導教員の許可を得て、総

務学生課に研究指導教員を報告する。

研究指導教員は、博士課程前期の研究

との継続性、発展性を考慮し、早期から

学生が自身の研究課題を明確にし、課

題解決に取り組めるように支援する。

また、副研究指導教員は、研究指導教員

と協力して、学生の研究指導を行い、研

究指導教員とは別の視点から学生の研

究計画、学位論文の作成に関して研究

指導教員と学生に対し独立して意見を

述べ、学生の研究と論文に客観性を付

与する。「看護マネジメント学」「家族

看護学」「小児看護学」「成人看護学」

「在宅看護学」「クリティカルケア看護

学」の修了者については、前期課程の指

導教員が副指導教員として継続して研

究指導に関われるよう配慮する。 

 

【２５ページ】 

第５章 教育方法、履修指導、研究指導

の方法及び修了要件 

３ 研究指導 

（２）博士後期課程 

学生は、進学あるいは受験時にあら

かじめ定め、事前相談を行い、教員側が

認めた場合、受験ができる。学生は入

学・進学後、定められた日程までに研究

指導教員の許可を得て、総務学生課に

研究指導教員を報告する。研究指導教

員は、博士課程前期の研究との継続性、

発展性を考慮し、早期から学生が自身

の研究課題を明確にし、課題解決に取

り組めるように支援する。また、副研究

指導教員は、研究指導教員と協力して、

学生の研究指導を行い、研究指導教員

とは別の視点から学生の研究計画、学

位論文の作成に関して研究指導教員と

学生に対し独立して意見を述べ、学生

の研究と論文に客観性を付与する。 
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【３６ページ】 

第 7 章 基礎となる学部（又は修士課

程）との関係 

（２）博士後期課程 

基盤看護学分野においては、看護援

助学、感染看護学を開設する。また地域

包括ケア看護学分野では老年看護学、

精神看護学、公衆衛生看護学、医療経営

学を開設する。これらの分野は、健康課

題が複合化、複雑化、高度化する現代社

会において新たな知見、技術、ツール、

システムのイノベーション、構築が求

められる領域であり、地域包括ケアシ

ステムの実効に向けて重要な領域であ

る。前期課程の基盤看護学分野の看護

マネジメント学、家族看護学、地域包括

ケア看護学分野の小児看護学、成人看

護学、在宅看護学、助産学分野について

は、研究課題の内容に応じて、これらの

領域のいずれかに包含されるものとす

る。 

「図 看護学部と看護学研究科との関

係図」を修正 

 

【５５ページ】 

第１２章 教員研究実施組織の編成の

考え方及び特色 

２ 研究の分野及び研究体制 

（２）博士後期課程 

「基盤看護学分野」では、博士前期課程

より範囲を広げ、急性期、慢性期、在宅

の場における患者の症状をマネジメン

トするための看護援助に関する課題を

取り扱う「看護援助学」、及び院内・施

設、地域での感染管理の課題を取り扱

う「感染看護学」で、学修・研究を行う。 

【３２ページ】 

第 7 章 基礎となる学部（又は修士課

程）との関係 

（２）博士後期課程 

基盤看護学分野においては、看護援

助学、感染看護学を開設する。また地域

包括ケア看護学分野では老年看護学、

精神看護学、公衆衛生看護学、医療経営

学を開設する。これらの分野は、健康課

題が複合化、複雑化、高度化する現代社

会において新たな知見、技術、ツール、

システムのイノベーション、構築が求

められる領域であり、地域包括ケアシ

ステムの実効に向けて重要な領域であ

る。 

 

 

 

 

 

 

図 看護学部と看護学研究科との関係

図 

 

【５１ページ】 

第１２章 教員研究実施組織の編成の

考え方及び特色 

２ 研究の分野及び研究体制 

（２）博士後期課程 

「基盤看護学分野」では、博士前期課程

より範囲を広げ、急性期、慢性期、在宅

の場における患者の症状をマネジメン

トするための看護援助に関する課題を

取り扱う「看護援助学」、及び院内・施

設、地域での感染管理の課題を取り扱

う「感染看護学」で、学修・研究を行う。 
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また、「地域包括ケア看護学分野」で

は、主に高齢および地域での心身の健

康な生活を支援するためのシームレス

な看護の実践の課題を取り扱う「公衆

衛生看護学」及び「精神看護学」、並び

に主に施設運営等に関する課題を取り

扱う「医療経営学」を置いて学修・研究

を行う。 

前期課程の基盤看護学分野の看護マ

ネジメント学、家族看護学、地域包括ケ

ア看護学分野の小児看護学、成人看護

学、在宅看護学、クリティカルケア看護

学、助産学分野の助産学については、研

究課題の内容に応じて、これらの領域

のいずれかにおいて、学修・研究を行

う。 

また、「地域包括ケア看護学分野」では、

主に高齢および地域での心身の健康な

生活を支援するためのシームレスな看

護の実践の課題を取り扱う「公衆衛生

看護学」及び「精神看護学」、並びに主

に施設運営等に関する課題を取り扱う

「医療経営学」を置いて学修・研究を行

う。 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【設置の趣旨・目的等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応） 

 

 

 

 

 

（対応） 

審査意見を受け、各コースで養成を目指す人材像を修正し、研究コースが保健医療福

祉の課題の解決を目指す研究者の養成を目指しているコースであり、高度実践看護コー

ス・助産コースではそれぞれの専門領域の実践における課題を科学的に分析できる能力

を備えた高度実践者の養成を求めていることが明確になるよう、研究コース、高度実践

看護コース、助産コースのディプロマ・ポリシーを修正・加筆した。 

研究コースでは、専門領域についての深い理解と研究活動を通して保健医療福祉に関

わる課題解決や看護学全体の発展に寄与し、自己教育力と高いプロフェッショナル意

識・倫理観を持った人材の養成を目指す。このような人材像に対応して、研究コースの

ディプロマ・ポリシーを（ア）看護学研究を進める上で必要な研究手法を修得し、設定

した研究課題を研究のプロセスに沿って科学的に解決する能力を有している、（イ）地

１．（２）「研究コース」のディプロマ・ポリシーについて、「設置の趣旨等を記載した書類

（本文）」p.９において、看護の実践能力を有することが（イ）に掲げられているなど、研

究に特化した人材を想定したディプロマ・ポリシーには見受けられず、「研究コース」にお

いてどのような人材を養成するのか、またそれに基づくコース名称が適切なのか、判然と

しないことから、本専攻における「研究コース」の位置づけが不明確である。また、「高度

実践看護コース」及び「助産コース」については、「研究コース」のディプロマ・ポリシー

に「加えて」、それぞれのディプロマ・ポリシーが設定されていることから、「研究コース」

のディプロマ・ポリシーは、他の２つのコースのベースになっている計画であるように見

受けられる。しかしながら、同書類の p.33 に示された「図 看護学部と看護学研究科と

の関係図」では、「研究コース」は他の２つのコースと並列に記載されていることや、「設

置の趣旨等を記載した書類（資料）」の資料５－４「履修モデル」で示されているコースご

との履修科目を確認すると、「高度実践看護コース」及び「助産コース」の履修モデルから

は「研究コース」の履修がベースになっているとは見受けられないことから、「高度実践看

護コース」及び「助産コース」のディプロマ・ポリシーにおいて「研究コース」のディプ

ロマ・ポリシーを含むことの妥当性について疑義がある。このため、「研究コース」におい

て養成する人材はどのような人材なのかを明らかにした上で、適切なディプロマ・ポリシ

ーになるよう必要に応じて適切に改めるとともに、「高度実践看護コース」及び「助産 

コース」のディプロマ・ポリシーに「研究コース」のディプロマ・ポリシーを含めること

の妥当性について、具体的に説明すること。また、関係する資料を必要に応じて適切に改

めること。 

- 10 -



 

域や社会の保健医療福祉に関わる課題解決及び看護ケアの向上に資する研究を遂行す

る能力を有している、（ウ）保健・医療・福祉専門職として生涯にわたって自己研鑽し

続け、プロフェッショナルとしての高い意識と倫理観をもって行動できる力を有してい

る、とした。 

高度実践看護コースでは、実践における課題解決に向け、科学的根拠に基いて思考・

分析できる人材、より高度な専門性と精通した臨床判断に基づきケアとキュアを融合し

た看護を実践できる人材、現場でリーダーシップを発揮し多職種と協働・連携し、教育

的役割・調整者としての役割を果たすことで地域包括ケアシステムを推進できる人材の

養成を目指す。特に実践については、特定行為研修も受講可能であることを反映し、専

門領域に精通した臨床判断に基づいてケアとキュアを融合した看護実践を提供できる

人材の養成を目指すことが、本研究科の高度実践看護コースの特徴である。したがって

高度実践看護コースのディプロマ・ポリシーは研究コースのディプロマ・ポリシーへの

上乗せではなく、このような人材像に対応して、（ア）看護学研究の基本的な研究手法

を理解し、専門領域の実践における課題を科学的な視点を持って分析する能力を有して

いる、（イ）専門領域に精通した臨床判断に基づき、ケアとキュアを融合する看護実践

力を有している、（ウ）リーダーシップとフォロワーシップを発揮して多職種・組織メ

ンバーと連携・協働し、より質の高いケアを行うための相談、調整ができる、（エ）看

護職を含む組織のケア提供者に対して、専門的な知識や能力を活用し、教育的役割を果

たすことができる、（オ）患者・利用者・家族に生じている倫理的な問題や葛藤の解決

をはかり、患者・利用者・家族の権利、尊厳を守ることができる、とした。 

助産コースでは、実践における課題解決に向け、科学的根拠に基いて思考・分析でき

る人材、高度な助産実践能力と助産管理の基盤となる能力を有し、多様な年代の女性の

性と生殖に関わる健康増進のために、生命への尊厳と多様な価値観への配慮をもって支

援できる人材の養成を目指す。したがって、助産コースのディプロマ・ポリシーは、研

究コースのディプロマ・ポリシーへの上乗せではなく、このような人材像に対応して、

（ア）看護学研究の基本的な研究手法を理解し、助産領域の実践における課題を科学的

な視点を持って分析する能力を有している、（イ）専門化・複雑化する助産分野に対応

できる助産実践能力と助産管理の基盤となる能力を有している、（ウ）周産期のみなら

ずライフサイクル全般にあるすべての女性、子ども、家族そして地域社会に対して健康

増進を考え、生命への尊厳を持って、個人の価値観を尊重した適切な相談、教育、支援

を行うことができる、とした。 

３コースのディプロマ・ポリシーの修正と合わせ、設置の趣旨等を記載した書類の第 7

章３６ページ 図「看護学部と看護学研究科、博士前期と後期との関係」に３コースが

養成する人材像が異なることを反映させた。 

また、上記の修正に加えて、再度、高度実践看護学コース、助産コースのディプロマ・

ポリシーを見直したところ、加筆・修正の必要があると思われた部分についても併せて
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加筆・修正を行った。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

【９ページ】 

第１章 設置の趣旨及び必要性 

５ 看護学研究科において養成する人

材像 

 博士前期課程においては、研究コー

ス、高度実践看護コースおよび助産コ

ースを設ける。それぞれのコースで養

成する人材像は以下のとおりである。 

研究コースでは、専門領域についての

深い理解と研究活動を通して保健医療

福祉に関わる課題解決や看護学全体の

発展に寄与し、自己教育力と高いプロ

フェッショナル意識・倫理観を持った

人材の育成を目指す。 

高度実践看護コースでは、実践におけ

る課題をその解決に向け、科学的根拠

に基いて思考・分析できる人材、より高

度な専門性と精通した臨床判断に基づ

きケアとキュアを融合した看護を実践

できる人材、現場でリーダーシップを

発揮し多職種と協働・連携し、教育的役

割・調整者としての役割を果たすこと

で地域包括ケアシステムを推進できる

人材の養成を目指す。 

助産コースでは、実践における課題を

その解決に向け、科学的根拠に基づい

て思考・分析できる人材、高度な助産実

践能力と助産管理の基盤となる能力を

有しかつ多様な年代の女性の性と生殖

に関わる健康増進のために、生命への

尊厳と多様な価値観への配慮をもって

支援できる人材の養成を目指す。 

【９ページ】 

第１章 設置の趣旨及び必要性 

５ 看護学研究科において養成する人

材像 

博士前期課程においては、高度な専

門性を有し、科学的根拠と倫理観に基

いて思考・分析し保健医療福祉に関わ

る課題を解決できる人材、現場でリー

ダーシップを発揮し多職種と協働・連

携するなど地域包括ケアシステムを推

進できる人材、研究活動を通して看護

学全体の発展に寄与できる人材、より

高度な専門性と精通した臨床判断に基

づきケアとキュアを融合した看護を実

践できる人材及び助産管理の基盤・実

践能力を有しかつ多様な年代の女性の

性と生殖に関わる健康を支援できる人

材とする。 
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６ ディプロマポリシー 

（１）博士前期課程 

所定の単位を修得し、次のような研

究能力や看護実践能力を有する者に修

士(看護学）の学位を授与する。 

ア 研究コース 

（ア）看護学研究を進める上で必要

な研究手法を修得し、設定し

た研究課題を研究のプロセス

に沿って科学的に解決する能

力を有している。 

（イ）地域や社会の保健医療福祉に

関わる課題解決及び看護ケア

の向上に資する研究を遂行す

る能力を有している。 

 

（ウ）保健・医療・福祉専門職として

生涯にわたって自己研鑽し続

け、プロフェッショナルとし

ての高い意識と倫理観をもっ

て行動できる力を有してい

る。 

 

イ 高度実践看護コース 

（ア）看護学研究の基本的な研究手

法を理解し、専門領域の実践

における課題を科学的な視点

を持って分析する能力を有し

ている。 

（イ）専門領域に精通した臨床判断

に基づき、ケアとキュアを融

合する看護実践力を有してい

る。 

（ウ）リーダーシップとフォロワー

シップを発揮して多職種・組

織メンバーと連携・協働し、よ

６ ディプロマポリシー 

（１）博士前期課程 

所定の単位を修得し、次のような研

究能力や看護実践能力を有する者に修

士(看護学）の学位を授与する。  

ア 研究コース  

（ア）看護学研究を進める上での一

般的手法を理解し、課題を科

学的に解決する能力を有して

いる。  

（イ）地域や社会の保健医療福祉の

課題解決に向けて保健、医療、

福祉の場で、リーダーシップ

を発揮し、多職種・多機関と連

携・協働し、看護倫理に基づく

実践能力を有している。 

（ウ）保健・医療・福祉専門職として

生涯にわたって自己研鑽し続

け、プロフェッショナルとし

ての高い意識と倫理観をもっ

て行動できる力を有してい

る。  

  

イ 高度実践看護コース  

高度実践看護コースでは、上記（研究

コース）に加えて  

（ア）専門領域に精通した臨床判断

に基づき、ケアとキュアを融

合する看護実践力を有してい

る。 

（イ）リーダーシップとフォロワー

シップを発揮して多職種・組

織メンバーと連携・協働し、よ

り質の高いケアを行うための

相談、調整ができる。 

（ウ）看護職を含む組織のケア提供
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り質の高いケアを行うための

相談、調整ができる。 

（エ）看護職を含む組織のケア提供

者に対して、専門的な知識や

能力を活用し、教育的役割を

果たすことができる。 

（オ）患者・利用者・家族に生じてい

る倫理的な問題や葛藤の解決

をはかり、患者・利用者・家族

の権利、尊厳を守ることがで

きる。 

【１０ページ】 

ウ 助産コース 

（ア）看護学研究の基本的な研究手

法を理解し、助産領域の実践

における課題を科学的な視点

を持って分析する能力を有し

ている。 

（イ）専門化・複雑化する助産分野に

対応できる助産実践能力と助

産管理の基盤となる能力を有

している。 

 

（ウ）周産期のみならずライフサイ

クル全般にあるすべての女

性、子ども、家族そして地域社

会に対して健康増進を考え、

生命への尊厳を持って、個人

の価値観を尊重した適切な相

談、教育、支援を行うことがで

きる。 

 

者に対して、専門的な知識や

能力を活用し、教育的役割を

果たすことができる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

【１０ページ】 

ウ 助産コース  

助産実践コースでは、上記（研究コー

ス）に加えて、  

（ア）専門化・複雑化する助産分野に

対応できる助産実践能力と助

産管理の基盤となる能力を有

している。  

（イ）周産期のみならずライフサイ

クル全般にあるすべての女

性、乳幼児、家族そして地域社

会に対して健康増進を考え適

切な相談、教育、支援を行うこ

とができる。  

（ウ）生命誕生の自然的必然性、神秘

性を理解し、人々の尊厳を最

優先に考え、個々の文化や価

値観を尊重することができ

る。 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【設置の趣旨・目的等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応） 

審査意見を受け、研究コースが保健医療福祉の課題解決や看護ケアの質向上に資する

研究を遂行する力を備えた研究者、高度実践看護コース・助産コースがそれぞれの専門

領域における課題を科学的に分析する能力を備えた高度実践者の養成を求めているこ

とが明確になるよう加筆修正した。 

それぞれのコースの養成する人材像、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシ

ー、アドミッション・ポリシーとの整合性を点検し、設置の趣旨等を記載した書類の「第

4章教育課程の編成の考え方及び特色 1.博士前期課程の編成の考え方及び特色」、「第

11 章 入学者選抜の概要」について修正加筆を行い、資料に各コースで養成する人材像

とディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの対応表を

追加した。 

【資料】 

審査意見への対応を記載した書類（資料編）資料１－２ 

設置の趣旨等を記載した書類（資料編） 資料４－１ 

 

以下に、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシ

ーの関連について説明する。 

教育課程は、3つのコースで共通する看護学研究の基本的な研究方法及び広い視野で

看護学を学び、教育研究者、高度実践者、看護管理者として態度の基盤となる科目から

構成する「看護学基盤科目」、科学的根拠に基づいた高度な看護実践能力を育成するた

めの基礎となる｢専門基礎科目」を配置し、また、それぞれのコースのディプロマ・ポ

リシーに対応して、研究コースでは「看護学専門科目」、高度実践看護コースでは「高

度実践看護コース科目」、助産コースでは「助産専門科目」を置く。 

研究コースでは、各研究教育分野における専門性を深め、博士後期課程につながる研

究能力を修得するために、「看護学専門科目」に、研究課題の明確化、研究計画の立案

と実施、結果の分析及び考察という論文作成のプロセスを網羅する科目を配置する。    

1.（３）審査意見１（２）のとおり、要請する人材像及びディプロマ・ポリシーの妥当性

が判断できないため、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの妥当性も

判断できない。このため、関連する意見への対応を踏まえつつ、養成する人材像及びディ

プロマ・ポリシーに整合したカリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーが適

切に設定されていることについて、図や表を用いつつ具体的に説明するとともに、必要に

応じて適切に改めること。 
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研究コースにおいては、「看護学基盤科目」「専門基礎科目」「看護学専門科目」の履

修を通じて、ディプロマ・ポリシーである（ア）看護学研究を進める上で必要な研究手

法を修得し、設定した研究課題を研究のプロセスに沿って科学的に解決する能力を有し

ている、（イ）地域や社会の保健医療福祉に関わる課題解決及び看護ケアの向上に資す

る研究を遂行する能力を有している、（ウ）保健・医療・福祉専門職として生涯にわた

って自己研鑽し続け、プロフェッショナルとしての高い意識と倫理観をもって行動でき

る力を有している、といった能力の修得を目指す。 

高度実践看護コースでは、「高度実践看護コース科目」「課題研究科目」で、専門分野

におけるケアとキュアを融合した看護実践力、保健医療福祉チーム内の調整力、実践の

課題を科学的に分析する能力の育成を目指し、看護実践力の高い専門看護師とタイアッ

プして日本看護系大学協議会で認定された専門看護師教育を展開する。また、臨床判断

に基づいてケアとキュアを融合したより高度な看護実践を提供する能力を修得するた

めの「特定行為研修区分別科目」を配置し、「専門基礎科目」、｢看護学基盤科目」の定

められた科目を選択することにより、特定行為研修修了の認定を得ることができる。 

高度実践看護コースにおいては、「看護学基盤科目」「専門基礎科目」「高度実践看護

コース科目」の履修を通じて、ディプロマ・ポリシーである（ア）看護学研究の基本的

な研究手法を理解し、専門領域の実践における課題を科学的な視点を持って分析する能

力を有している、（イ）専門領域に精通した臨床判断に基づき、ケアとキュアを融合す

る看護実践力を有している、（ウ）リーダーシップとフォロワーシップを発揮して多職

種・組織メンバーと連携・協働し、より質の高いケアを行うための相談、調整ができる、

（エ）看護職を含む組織のケア提供者に対して、専門的な知識や能力を活用し、教育的

役割を果たすことができる、（オ）患者・利用者・家族に生じている倫理的な問題や葛

藤の解決をはかり、患者・利用者・家族の権利、尊厳を守ることができる、といった能

力の修得を目指す。 

助産コースでは、「助産専門科目」に専門化・複雑化する助産分野に対応できる助産

実践能力と助産管理の基盤を修得し、助産師国家試験資格取得に必要な科目を置く。「助

産専門科目」には、これらの科目に加え、実践の課題を科学的に分析する能力を育成す

る課題研究、地域の多職種と連携してハイリスクのある妊婦に対応でき、多様な年代の

性と生殖に関わる健康問題に応えられる専門的知識・技術や倫理的態度を育成する科目

を置く。 

助産コースにおいては、「看護学基盤科目」「専門基礎科目」「助産専門科目」の履修

を通じて、ディプロマ・ポリシーである（ア）看護学研究の基本的な研究手法を理解し、

助産領域の実践における課題を科学的な視点を持って分析する能力を有している、（イ）

専門化・複雑化する助産分野に対応できる助産実践能力と助産管理の基盤となる能力を

有している、（ウ）周産期のみならずライフサイクル全般にあるすべての女性、子ども、

家族そして地域社会に対して健康増進を考え、生命への尊厳を持って、個人の価値観を
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尊重した適切な相談、教育、支援を行うことができる、といった能力の修得を目指す。 

なお、いずれのコースにおいても、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシー

の整合性を点検し、これまで選択としていた「看護学基盤科目」の看護倫理学を選択か

ら必修とし、学則も併せて修正した（提出資料の学則を修正）。 

次に、それぞれのコースにおいてディプロマ・ポリシーを達成するための具体的な科

目の履修とアドミッション・ポリシーとの関連について説明する。 

研究コースの教育課程においては、看護学研究を進めるために基盤となる能力を看護

学基盤科目のうち看護学研究方法論Ⅰ（概論）などの研究に関連する科目の履修を通し

て修得した後、看護学専門科目の講義Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱを通してそれぞれの専門領域

における研究課題を明確にし、研究Ⅰ～Ⅲで研究計画の立案、研究の実施、修士論文の

作成を行い、この過程を通して地域や社会の保健医療福祉の課題解決、看護ケアの向上

に資する研究を遂行する能力を養う。また、看護学基盤科目のうち看護倫理学等の広い

視野で看護を学び、教育研究者として態度の基盤となる科目、科学的根拠に基づいた高

度な看護実践の基礎となる病態生理学等の専門基礎科目の履修により、保健・医療・福

祉専門職として生涯にわたって自己研鑽し続け、プロフェッショナルとしての高い意識

と倫理観をもって行動できる力を涵養する。 

これに対応して、研究コースにおける入学者の選抜においては、研究方法の修得と修

士論文作成に必要となる「幅広い基礎学力と希望する専攻領域の基礎知識を有する人」、

専門領域での研究を遂行するために「看護学を通じて地域包括ケアシステムの改善・発

展に貢献する意志を有する人」、生涯にわたって自己研鑽し続け、プロフェッショナル

としての高い意識と倫理観を持って行動できる人材へと成長できる「人間や社会に対し

て広く興味を持ち、豊かな人間性と高い倫理観を有する人」を受け入れる。 

高度実践看護学コースの教育課程においては、看護学基盤科目のうち看護学研究方

法論Ⅰ（概論）などの研究に関連する科目の履修を通して看護学研究の基本的な研究方

法について学修した後、専門領域の課題をテーマとした課題研究を通して、実践におけ

る課題を科学的な視点から分析する能力を養う。専門領域に精通した臨床判断に基づい

て、ケアとキュアを融合した看護実践を提供する能力は、科学的根拠に基づいた高度な

看護実践の基礎となる病態生理学等の専門基礎科目の履修と各専門領域の講義Ⅰ、講義

Ⅱ、講義Ⅲ（領域によっては講義Ⅳ、講義Ⅴ）、演習Ⅰ、演習Ⅱ、（領域によっては演習

Ⅲ、演習Ⅳ）、実習Ⅰ、実習Ⅱ、実習Ⅲ（領域によっては実習Ⅳ、実習Ⅴ）、特定行為研

修の受講希望者については、さらに特定行為研修区分別科目によって修得する。相談・

調整、教育、倫理調整能力については、看護学基盤科目のうち看護倫理学等の広い視野

で看護を学び、実践者として態度の基盤となる科目、各専門領域の講義Ⅰ、講義Ⅱ、講

義Ⅲ（領域によっては講義Ⅳ、講義Ⅴ）、演習Ⅰ、演習Ⅱ、（領域によっては演習Ⅲ、演

習Ⅳ）、実習Ⅰ、実習Ⅱ、実習Ⅲ（領域によっては実習Ⅳ、実習Ⅴ）、特定行為研修の受

講希望者については、さらに特定行為研修区分別科目によって修得する。 
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以上より、高度実践看護学コースにおける入学者の選抜においては、研究方法の理解

と課題研究の実施に必要となる「幅広い基礎学力と希望する専攻領域の基礎知識を有す

る人」、講義・演習・実習を通して専門看護師の役割である実践、相談・調整、教育、倫

理調整を行う能力を修得するうえで必要となる「人間や社会に対して広く興味を持ち、

豊かな人間性と高い倫理観を有する人」「看護学を通じて地域包括ケアシステムの改善・

発展に貢献する意志を有する人」「対応する分野の実務経験を有し、専門看護師の資格

取得を志す人」を受け入れる。 

助産コースの教育課程においては、看護学基盤科目のうち看護学研究方法論Ⅰ（概論）

などの研究に関連する科目の履修を通して看護学研究の基本的な研究方法について学

修した後、助産領域の実践における課題をテーマとした課題研究を実施することを通し

て助産領域の実践における課題を科学的な視点から分析する能力を養う。助産実践能力、

助産管理の基盤となる能力は、科学的根拠に基づいた高度な看護実践の基礎となる病態

生理学等の専門基礎科目の履修、基礎助産学、助産診断・技術学、助産管理、臨地実習

といった助産専門科目の履修により修得する。ライフサイクル全般にあるすべての女性、

子ども、家族そして地域社会に対して適切な相談、教育、支援を行う能力は、看護学基

盤科目のうち看護倫理学等の広い視野で看護を学ぶための看護学の基盤となる科目、助

産専門科目の地域母子保健の履修により修得する。 

以上より、助産コースにおける入学者の選抜においては、研究方法の修得と課題研究

の実施に必要となる「幅広い基礎学力と希望する専攻領域の基礎知識を有する人」、講

義・演習・実習を通して助産実践能力と助産管理の基盤となる能力を修得するうえで必

要となる「助産師の免許取得を志す人で、看護師資格又は看護師国家試験受験資格を有

する者」、ライフサイクル全般にあるすべての女性、子ども、家族そして地域社会に対

して生命への尊厳をもって個人の価値観を尊重した適切な相談、教育、支援を行う能力

の基盤となる「人間や社会に対して広く興味を持ち、豊かな人間性と高い倫理観を有す

る人」を受け入れる。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

【１５ページ】 

第４章 教育課程の編成の考え方及び

特色 

１ 博士前期課程の編成の考え方及び

特色 

〇カリキュラム・ポリシー 

博士前期課程では、より卓越した看

護実践能力や研究能力を有し、看護学

【１５ページ】 

第４章 教育課程の編成の考え方及び

特色 

１ 博士前期課程の編成の考え方及び

特色 

〇カリキュラム・ポリシー 

博士前期課程では、より卓越した看

護実践能力と研究能力を有し、看護学
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の研究や教育、看護実践・管理に携わる

ことのできる研究者・教育者・高度看護

実践者を育成するために、研究コース、

高度実践看護コース（特定行為研修選

択可）、助産コースを設け、次のような

教育課程を編成する。 

・「看護学基盤科目」には看護学研究に

必要となる研究方法論に関する科目に

加えて看護倫理学、看護理論等実践の

振り返りや刷新に寄与する科目を設定

し、看護研究方法論Ⅰおよび看護倫理

学は３コースの必修科目としている。

｢専門基礎科目」では、科学的根拠に基

づいた高度な看護実践能力を育成する

ための基礎となる科目を配置した。「看

護基盤科目」、｢専門基礎科目」は３コー

スの学生が履修可能とし、本研究科が

養成する看護実践能力と研究能力を有

した人材を担保する科目である。 

また、それぞれのコースのディプロマ・

ポリシーに対応して、研究コースでは

「看護学専門科目」、高度実践看護コー

スでは「高度実践看護コース科目」、助

産コースでは「助産専門科目」を置く。

これらの科目は講義、演習、研究、実習

によって構成する。 

・研究コースでは、「看護学専門科目」

に、研究課題の明確化、研究計画の立案

と実施、結果の分析及び考察という論

文作成のプロセスを通じて、各研究教

育分野におけるより専門性を深め、博

士後期課程につながる研究能力を修得

する科目を配置する。論文作成にあた

り、研究計画の中間報告や複数教員に

よる、組織的で計画的な研究指導体制

をとる。 

の研究や教育、看護実践・管理に携わる

ことのできる研究者・教育者・高度看護

実践者を育成する。研究コースに加え、

高度実践看護コース（特定行為研修選

択可）、助産コースを設け、次のような

教育課程を編成する。 

・研究方法及び広い視野で看護を学ぶ

ための看護学の基盤となる科目から構

成する「看護学基盤科目」、科学的根拠

に基づいた高度な看護実践能力を育成

するための基礎となる｢専門基礎科目」

を配置し、また、各研究教育分野におけ

るより深い専門性を学ぶ「看護学専門

科目」、「高度実践看護コース科目」、「助

産学専門科目」を置く。これらの科目は

講義、演習、研究、実習によって構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究コースでは、論文作成にあたり、

研究計画の中間報告や複数教員によ

る、組織的で計画的な研究指導体制を

とる。 
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・高度実践看護コースでは、「高度実践

看護コース科目」に、専門分野における

ケアとキュアを融合した看護実践力、

保健医療福祉チーム内の調整力などの

育成を目的とした科目、実践の課題を

科学的に分析する能力を育成する課題

研究を置き、看護実践力の高い専門看

護師とタイアップして日本看護系大学

協議会で認定された専門看護師教育を

展開する。また、科学的根拠に基づいた

高度な看護実践能力を育成するための

「特定行為研修区分別科目」を配置し、

「専門基礎科目」、｢看護学基盤科目」の

定められた科目を選択することによ

り、特定行為研修修了の認定を得るこ

とができる。 

・助産コースでは、「助産専門科目」

に専門化・複雑化する助産分野に対応

できる助産実践能力と助産管理の基盤

を修得し、助産師国家試験資格取得に

必要な科目を置く。これらの科目に加

え、実践の課題を科学的に分析する能

力を育成する課題研究、地域の多職種

と連携してハイリスクのある妊婦に対

応でき、多様な年代の性と生殖に関わ

る健康問題に応えられる専門的知識・

技術や倫理的態度を育成する科目を置

く。 

【１６ページ】 

（１）専門基礎科目の配置 

科学的根拠に基づいた高度な看護

実践の基礎となる知識・技術を習得

するための病態生理学、フィジカル

アセスメント、臨床薬理学等の「専門

基礎科目」を配置している。専門基礎

科目は、全てのコースの学生が履修

・高度実践看護コースでは、専門分野

におけるケアとキュアを融合した看護

実践力、保健医療福祉チーム内の調整

力などの育成を目指し、看護実践力の

高い専門看護師とタイアップして日本

看護系大学協議会で認定された専門看

護師教育を展開する。また、科学的根拠

に基づいた高度な看護実践能力を育成

するための「特定行為研修区分別科目」

を配置し、「専門基礎科目」、｢看護学基

盤科目」の定められた科目を選択する

ことにより、特定行為研修受講の認定

を得ることができる。 

 

 

 

・助産コースでは、助産師国家試験資

格取得に必要な科目のみならず、地域

の多職種と連携してハイリスクのある

妊婦に対応でき、多様な年代の性と生

殖に関わる健康問題に応えられる専門

的知識・技術や倫理的態度を育成する

科目を置く。 

 

 

 

 

 

 

（１）専門基礎科目の配置  

科学的根拠に基づいた高度な看護実践

の知識・技術の基礎となる、病態生理

学、フィジカルアセスメント、臨床薬理

学等の「専門基礎科目」を配置してい

る。 
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することができる。 

 

（２）看護学基盤科目の配置 

「看護学基盤科目」の中に、広い

視野で看護を学び、教育研究者・高

度実践者としての態度、保健・医

療・福祉専門職として生涯にわたっ

て自己研鑽し続け、プロフェッショ

ナルとしての高い意識と倫理観をも

って行動できる力を涵養する上で基

盤となる看護倫理学、看護コンサル

テーション論、看護教育論等を配置

している。また、看護学研究を実施

するうえで基礎となる能力を育成す

るための[看護研究方法論Ⅰ（概

論）]に加えて、[研究方法論Ⅱ（観

察研究発展）][研究方法論Ⅲ（質的

研究発展）][統計学の基礎]を置い

ている。看護学基盤科目は、全ての

コースの学生が履修することができ

る。 

 

（３）各コースにおける科目の配置 

それぞれのコースのディプロマ・ポ

リシーに対応し、《研究コース》では、

＜看護援助学＞＜感染看護学＞＜家族

看護学＞＜看護マネジメント学＞＜小

児看護学＞＜成人看護学＞＜老年看護

学＞＜精神看護学＞＜公衆衛生看護学

＞＜在宅看護学＞＜医療経営学＞の各

専門領域の「看護学専門科目」を置く。

看護学専門科目の講義Ⅰは高度実践看

護学コース、助産コースの学生も履修

することができる。 

次に《高度実践看護コース》では、＜

高度実践家族看護学＞＜高度実践精神

 

 

（２）看護学基盤科目の配置  

広い視野で看護を学ぶための看護学の

基盤となる看護倫理学、看護コンサル

テーション論、看護教育論等の「看護学

基盤科目」を配置している。また、研究

力を育成するため[看護研究方法論Ⅰ

（概論）]に加えて、[研究方法論Ⅱ（観

察研究発展）][研究方法論Ⅲ（質的研究

発展）][統計学の基礎]を置いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１６ページ】 

（３）看護学専門科目の配置  

看護学専門科目は、まず《研究コース》

として、＜看護援助学＞＜感染看護学

＞＜家族看護学＞＜看護マネジメント

学＞＜小児看護学＞＜成人看護学＞＜

老年看護学＞＜精神看護学＞＜公衆衛

生看護学＞＜在宅看護学＞＜医療経営

学＞の各専門領域により構成してい

る。 

 

 

 

 次に《高度実践看護コース》として、

＜高度実践家族看護学＞＜高度実践精
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看護学＞＜高度実践感染看護学＞＜高

度実践在宅看護学＞＜高度実践クリテ

ィカルケア看護学＞の各専門領域の

「高度実践コース科目」を置く。また、

希望する学生が特定行為研修受講の認

定を得られるよう「特定行為研修区分

別科目」を配置している。 

また、《助産コース》として、「助産専

門科目」を配置している。 

 

ア《研究コース》 

研究コースでは、まず看護学基盤

科目の[看護研究方法論Ⅰ（概論）]

（必修）や研究方法論Ⅱ、Ⅲ、統計学

の基礎で看護学研究の基礎的な研究

手法を学修したあと、看護学専門科

目で、研究コースのディプロマ・ポリ

シーにある研究能力を修得する。そ

れぞれの専門領域の理解を深め、先

行研究・実践を検討し、研究課題を焦

点化するための看護学専門科目とし

て、講義Ⅰ、講義Ⅱ、演習Ⅰ、演習Ⅱ

から構成した。講義Ⅰで、その専門領

域の概要について理解を深め、講義

Ⅱでは学生および教員の専門性に基

づいて課題をより深く検討する。演

習科目では、先行研究の文献検討や

演習を通じて、専門領域特有の理論

や概念、研究方法を修得し、研究すべ

き課題について、学生自らが、より詳

細に検討し、研究課題へと昇華させ

ていくため科目である。 

看護学専門科目の研究Ⅰ（1 年後

期）、研究Ⅱ（2年前期）、研究Ⅲ・Ⅳ

（2年後期）は、専門領域の研究に関

する科目であり、研究のプロセスに

神看護学＞＜高度実践感染看護学＞＜

高度実践在宅看護学＞＜高度実践クリ

ティカルケア看護学＞の各専門領域に

より構成している。また、希望する学生

が特定行為研修受講の認定を得られる

よう＜特定行為研修区分別科目＞を配

置している。 

また、《助産コース》として、＜助産

専門科目＞を配置している。 

 

ア《研究コース》の科目について 

 

 

 

 

 

 

それぞれの専門領域の理解を深め、

実践を検討する能力を向上するための

科目として、講義Ⅰ、講義Ⅱ、演習Ⅰ、

演習Ⅱから構成した。講義Ⅰで、その専

門領域の概要について理解を深め、講

義Ⅱでは学生および教員の専門性に基

づいて課題をより深く検討する科目で

ある。演習科目では、専門領域特有のア

セスメント、支援技術の修得、学生自ら

が設定した研究すべき課題について、

学生自らが、より詳細に検討し、研究あ

るいは課題研究へと昇華させていくた

め科目である。 

 

 

専門領域の研究に関する科目は研究

Ⅰ（1年後期）、研究Ⅱ（2年前期）、研

究Ⅲ・Ⅳ（2年後期）は自らが研究課題

を設定し、方法論を固め、データを収
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沿って、学生自らが研究課題を設定

し、方法論を固めて研究計画を立案

し、データを収集・分析し、修士論文

としてまとめ、研究コースのディプ

ロマ・ポリシーにある研究能力の修

得に寄与する科目である。 

教育研究者としての態度、保健・医

療・福祉専門職として生涯にわたっ

て自己研鑽し続け、プロフェッショ

ナルとしての高い意識と倫理観をも

って行動できる力については、看護

基盤科目の看護倫理学（必修）、看護

コンサルテーション論、看護教育論

等の履修により修得する。 

【１７ページ】 

イ《高度実践看護コース》 

高度実践看護コースは、専門基礎

科目、看護学基盤科目、高度実践コー

ス科目、特定行為研修区分別科目を

置き、川崎市内の医療機関との検討

の中で、養成へのニーズがあった感

染看護、家族看護、精神看護、在宅看

護、クリティカルケア看護の専門看

護師の受験資格を得ることを目標と

する。 

（中略） 

【１８ページ】 

科学的根拠に基づいた高度な看護

実践に必要な知識・技術を習得する

ための専門基礎科目、広い視野で看

護を学び、実践者として態度の基盤

となる看護倫理学、看護コンサルテ

ーション論、看護教育学等の看護学

基盤科目の科目（看護倫理学は必

修）、各専門領域の高度実践コース科

目の講義Ⅰ、講義Ⅱ、講義Ⅲ（領域に

集・分析し、修士論文としてまとめるこ

とに寄与する科目である。 

研究コースにおいては、研究経過報

告会（1年 11 月）、研究中間報告会（2

年９月）を実施することとしており、上

記の科目と連動させながら、研究指導

教員が学生の研究指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ《高度実践看護コース》 

高度実践看護コースは、川崎市内の

医療機関との検討の中で、養成へのニ

ーズがあった感染看護、家族看護、精神

看護、在宅看護、クリティカルケア看護

の専門看護師の受験資格を得ることを

目標とする。 

公益社団法人日本看護協会が認定す

る専門看護師の受験資格を得るために

は、本研究科が一般社団法人日本看護

系大学協議会（以下、「協議会」という。）

より、当該専門看護師の課程認定を受

けていることが必要である。本研究科

では、高度実践看護師教育課程基準に

準拠した内容に対応する科目として、

講義Ⅰ、講義Ⅱ、講義Ⅲ（領域によって

は講義Ⅳ、講義Ⅴ）、演習Ⅰ、演習Ⅱ、

（領域によっては演習Ⅲ、演習Ⅳ）、実

習Ⅰ、実習Ⅱ、実習Ⅲ（領域によっては

実習Ⅳ、実習Ⅴ）により構成している。 

協議会の指定科目と本研究科が設定し
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よっては講義Ⅳ、講義Ⅴ）、演習Ⅰ、

演習Ⅱ、（領域によっては演習Ⅲ、演

習Ⅳ）、実習Ⅰ、実習Ⅱ、実習Ⅲ（領

域によっては実習Ⅳ、実習Ⅴ）、特定

行為研修の受講希望者については、

さらに特定行為研修区分別科目は、

高度実践看護コースのディプロマ・

ポリシーにあるケアとキュアを融合

した看護実践力、相談・調整、教育、

倫理調整能力を修得するための科目

である。 

 

 

 

課題研究は、専門領域の実践にお

ける課題を科学的に分析する能力を

修得するための科目として設定し

た。看護学基盤科目の[看護研究方法

論Ⅰ（概論）]（必修）で看護学研究

の基礎的な研究手法を学修したうえ

で、これまでの実務経験や学修から、

自らの専門領域の実践における研究

課題を設定し、文献検討、研究計画、

研究の実施、結果の考察、研究発表な

どの一連の研究活動を通して、研究

の基礎を身につけ、実践における課

題を科学的な視点から分析する力を

養う科目である。 

 

【２０ページ】 

ウ《助産コース》 

助産コースでは、専門基礎科目、看

護基盤科目、助産専門科目を置き、助

産師国家試験受験資格の要件を満た

す科目に、構成している。 

助産専門科目は、基礎助産学（3教

た科目の関係性を下記の図に示した。

本学の看護学基盤科目（看護理論、看護

教育論、看護マネジメント論、コンサル

テーション論、看護倫理学、看護研究方

法論Ⅰ（概論）より 4 科目 8 単位を修

得することで、協議会の共通科目 A に

相当する。また、専門基礎科目（臨床病

態生理学、フィジカルアセスメント論、

臨床薬理学）の 3 科目 6 単位を修得す

ることで、協議会の共通科目 B に相当

する。加えて、協議会の高度実践看護コ

ース科目に、協議会の審査基準に応じ

た、それぞれの専門領域の科目（講義、

演習、実習）を配置している。 

課題研究科目は、《研究コース》にお

ける修士論文に替えて研究能力を修得

するための科目として設定した。これ

までの実務経験や学修から、自らの研

究課題を設定し、文献検討、研究計画、

研究の実施、結果の考察、研究発表など

の一連の研究活動を通して、研究の基

礎を身につける科目である。 

 

 

 

 

 

 

 

【１９ページ】 

ウ《助産コース》  

助産コースでは、ディプローマポリ

シーに基づき、助産師国家試験受験資

格の要件を満たす科目構成としてい

る。 

助産専門科目は、基礎助産学（3教科
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科 6 単位）、助産診断・技術学（演習

を含む 10科目 16 単位）、地域母子保

健（2科目 3単位）、助産管理（2科目

4単位）、臨地実習（6科目 14 単位）

に加えて、課題研究（2科目 6単位）

の計 25 科目 49 単位を配置した。基

礎助産学では助産学の基盤となる知

識・概念を学修する。助産診断・技術

学では、母親/家族との関係性構築の

技術や、妊娠期、分娩期、産褥期の助

産診断及び助産ケアを学習する。地

域母子保健では国内外の母子保健行

政を学修する。助産管理では病院・診

療所・助産所における助産業務に関

するマネジメントについて学修し、

課題研究では看護学基盤科目の[看

護研究方法論Ⅰ（概論）]（必修）で

の基礎的な学修を基盤に、助産領域

の実践における課題を科学的に分析

する能力を修得する。 

さらに、科学的根拠に基づいた実践

の基盤となる能力、生命への尊厳、個人

の価値観を尊重した実践能力を修得す

るために、専門基礎科目、看護倫理学

（必修）や看護コンサルテーション論

などの看護基盤科目、看護学専門科目

の各専門領域の講義Ⅰ（基礎）の科目か

ら12単位以上履修することを履修要件

とした。 

6 単位）、助産診断・技術学（演習を含

む 10 科目 16 単位）、地域母子保健（2

科目 3 単位）、助産管理（2 科目 4 単

位）、臨地実習（6科目 14 単位）に加え

て、課題研究（2 科目 6 単位）の計 25

科目 49 単位を配置した。基礎助産学で

は助産学の基盤となる知識・概念を学

修する。助産診断・技術学では、母親/

家族との関係性構築の技術や、妊娠期、

分娩期、産褥期の助産診断及び助産ケ

アを学習する。地域母子保健では国内

外の母子保健行政を学修する。助産管

理では病院・診療所・助産所における助

産業務に関するマネジメントについて

学修する。 

 

 

 

 

 

 さらに、修士修了者としての課題解

決、研究力を修得するために、専門基礎

科目、看護基盤科目、看護学専門科目の

各専門領域の講義Ⅰ（基礎）の科目から

12単位以上履修することを履修要件と

した。 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【教育課程等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応） 

 

（対応） 

高度実践看護コースの学生が特定行為研修を受けることができると定めているが、

十分な学習時間が確保されているかどうか、疑義があるという指摘であった。 

対応としては、設置の趣旨等を記載した書類の第 4 章「教育課程の編成の考え方及

び特色」において、特定行為研修でもっとも履修すべき単位数が多くなる高度実践ク

リティカルケア看護（専門看護師）領域でかつ外科術後病棟管理パッケージ（特定行

為研修）を履修する場合の履修モデル、及び特定行為研修の単位数が少ない高度実践

精神看護学（専門看護師）領域でかつ関連する特定行為研修（水分・栄養管理、精神

に係る薬剤管理）を履修する場合の履修モデルを追加して説明を行った。科目が過密

になることは否めないが、2年次には実習と課題研究の時間が確保できていることを

説明した。 

また、第 5 章「教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件」においても、

入学前からの履修指導に加え、学生個人の希望に応じた丁寧な履修指導について、追

記した。 

 

２ 「高度実践看護コース」の教育課程について、修了要件は「42 単位以上を修得し、課

題研究の審査に合格した者」と設定されていることから、大学院設置基準で規定する

博士前期課程の修了要件である 30 単位以上の修得と比較して過密な履修スケジュー

ルになると見受けられる。また、これに加え、特定行為研修の受講を希望する学生は、

「特定行為研修区分別科目」のうち、講義科目と実習科目を履修することができると

説明しており、特定行為研修の受講を希望する学生は、修業年限２年の中で修了要件

を満たした上で、特定行為研修を受けるためには、相当に過密な履修スケジュールに

なると考えられる。このことから、十分な学修時間を確保できるよう計画的に学修を

進められる配慮が必要と考えられる。しかしながら、そのための配慮措置として、「設

置の趣旨等を記載した書類（本文）」p.18 で「多くの履修すべき科目があるため科目

履修年度を詳細に定め・・・指定された学年で受講するように履修指導をする」と説

明しているものの、「特定行為研修区分別科目」については特段履修時期が定められ

ておらず、特定行為研修の認定を希望する学生に対する履修モデルも示されていない

ことから、十分な学修時間が確保される計画なのか疑義がある。このため、「高度実践

看護コース」について、履修指導や課題研究指導その他の配慮措置を含め、修業年限

２年の中で、学生の学修時間が十分に確保される適切な教育課程が編成されているこ

とを明確に説明すること。 
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【資料】 

審査意見への対応を記載した書類（資料編） 

 資料２－１ 履修モデル 

 

設置の趣旨等を記載した書類（資料編） 

 資料５－４ 履修モデル 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

【１９ページ】 

第４章 教育課程の編成の考え方及

び特色 

１ 博士前期課程の編成の考え方及

び特色 

（３）各コースにおける科目の配置 

イ《高度実践看護コース》 

高度実践看護コースにおいては多く

の履修すべき実習がある。そのため講

義・演習科目をできるだけ 1 年次に履

修し、主に 2 年次に実習と課題研究を

行うことしている（履修モデル：例とし

て高度実践クリティカルケア看護学領

域および高度実践精神看護学領域の履

修モデル を資料５－４ に提示）。ま

た、本学は地域包括ケアを推進できる

人材 の育成を目指しており、高度実践

看護コースの履修者は本人の履修希望

を踏まえて、特定行為研修を希望する

ことができることとしている。高度実

践看護コースを履修し、専門に関連し

た特定行為研修履修を希望する場合、

最も履修単位が多くなるクリティカル

ケア看護学領域+外科術後病棟管理パ

ッケージ（特定行為研修）を履修する場

合の履修モデルと特定行為研修の単位

数が多くない高度実践精神看護学+栄

【１８ページ】 

第４章 教育課程の編成の考え方及

び特色 

１ 博士前期課程の編成の考え方及

び特色 

（３）看護学専門科目の配置 

イ《高度実践看護コース》 

高度実践看護コースにおいては多く

の履修すべき科目があるため科目履修

年度を詳細に定めている。 

共通科目のうち看護学基盤科目は１

年生で履修することを原則とし、高度

実践看護コース科目はそれぞれ指定さ

れた学年で受講するように履修指導を

する。なお、長期履修制度を活用する場

合には、それぞれの専門領域を担当す

る教員が個別に履修指導にあたる。 

共通科目の専門基礎科目および、高

度実践看護コース科目のうち特定行為

研修区分別科目の一部においては e-

learning 教材を活用し、在職中の者が

履修しやすいように工夫する。 
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養・水分管理、精神に係る薬剤管理の 2

つのパターンの履修モデルを示した

（資料５－４）。科目が過密になること

は否めないが、１年前期で 19-25 単位、

後期で 19-22 単位であり、2 年では各実

習と課題研究に集中できる科目配置と

なっている。なお、共通科目の専門基礎

科目および、高度実践看護コース科目

のうち特定行為研修区分別科目の一部

においては双方向性を担保したうえで

e-learning 教材を活用し、在職中の者

でも履修しやすいように工夫する。ま

た、学修指導においては、長期履修制度

や入学前に科目履修生として修得した

単位についても修了要件単位として認

定することを含めて、それぞれの専門

領域を担当する教員が学生の希望に応

じて個別に履修指導にあたる。 

【２５ページ】 

第５章 教育方法、履修指導、研究指

導の方法及び修了要件   

１ 教育方法  

（１）博士前期課程 

イ 高度実践看護コース 

特定行為研修区分別科目は講義科目

においては、授業毎の Feedback や学生

間のディスカッション等の双方向性を

担保したe-learningやシミュレータな

どを活用して、技術演習や自己学習を

繰り返し実施しながら、一定レベルま

で達したことを確認したのち、実習科

目に進むことができることとしてい

る。 

【２３ページ】 

第５章 教育方法、履修指導、研究指

導の方法及び修了要件   

１ 教育方法  

（１）博士前期課程 

イ 高度実践看護コース 

特定行為研修区分別科目は講義科目

においては、e-learning を活用しなが

ら、また、シミュレータなどを活用し

て、技術演習や自己学習を繰り返し実

施しながら、一定レベルまで達したこ

とを確認したのち、実習科目に進むこ

とができる。 

【２６ページ】 

２ 履修指導 

同様に、高度実践看護コースについ

【２４ページ】 

２ 履修指導 

同様に、高度実践看護コースについて
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ては、実習単位数が多いため、就業して

いても、実習期間には業務を調整して

もらえるような職場環境が必要である

ことも、募集要項やホームページに記

載し、周知しておくこととする。その

他、社会人選抜制度を活用する場合は、

学業と両立をするために、職場の上司

の承諾書の提出を求めることとする。

高度実践看護コースの学生で専門領域

に関連する特定行為研修の履修を希望

する場合は、入学前の教員との事前面

談の時点で確認し、2年間での履修モデ

ルを示したうえで、科目履修生制度や

長期履修制度の活用の検討も勧める。

また、e-learning やオンラインでの個

別指導や課題研究指導等、学生が効率

的・効果的に時間を活用できるような

工夫を行う。 

は、実習単位数が多いため、就業してい

ても、実習期間には業務を調整しても

らえるような職場環境が必要であるこ

とも、募集要項やホームページに記載

し、周知しておくこととする。その他、

社会人選抜制度を活用する場合は、学

業と両立をするために、職場の上司の

承諾書の提出を求めることとする。 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【教育課程等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応） 

助産コースでの履修単位が多いため、修業年限２年の中で、学生の学修時間が十分に確

保されている教育課程となっていることの説明が求められた。 

対応として、設置の趣旨等を記載した書類の第 4 章「教育課程の編成の考え方及び特

色」に設置の趣旨等を記載した書類（資料編）に示した助産コースの履修モデルに言及し

たうえで、１年前期の履修単位数は 25 単位となるが、1 年後期以降は履修すべき単位を

押さえ、実習や課題研究に充てる時間を確保できるような科目配置としていることを説

明した。 

また、第 5章「教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件」の教育方法に、課

題などの精選を行うこと、課題提出時期の調整及び履修指導を丁寧に行うことを追記し

た。 

【資料】 

審査意見への対応を記載した書類（資料編） 

 資料２－１ 履修モデル 

 

設置の趣旨等を記載した書類（資料編） 

 資料５－４ 履修モデル 

 

 

 

 

３ 「助産コース」の教育課程について、修了要件が「61 単位以上を修得し、課題研究の

審査に合格した者」と設定されており、「助産コース」の学生は、修業年限２年の中で

これら全てを履修した上で、課題研究指導を受けるためには、相当に過密な履修スケ

ジュールになると考えられるが、「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」p.23 で「講

義・演習科目と、実習科目が多いため、課題などを計画的に進めるよう促すとともに、

教員も取り組み状況を確認しつつ進める」と説明しているものの、「高度実践看護コ

ース」のように科目履修年度を定めている説明もないため、十分な学修時間が確保さ

れる計画なのか疑義がある。このため、「助産コース」について、履修指導や課題研究

指導その他の配慮措置を含め、修業年限２年の中で、学生の学修時間が十分に確保さ

れる適切な教育課程が編成されていることを明確に説明すること。 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

【２１ページ】 

第４章 教育課程の編成の考え方及

び特色 

１ 博士前期課程の編成の考え方及

び特色 

（３）各コースにおける科目の配置 

ウ《助産コース》 

臨地実習では妊娠期からの継続事例

を含め10事例以上の分娩を介助すると

ともに、正常逸脱の状態にある対象へ

のアセスメント等ハイリスク状態にあ

る母子のケアの実習を行う。 

助産学課題研究は１年後期から開始

し、演習や実習で経験したことから研

究課題を探索できるように配置した

（資料、履修モデル.資料編ｐ59）。助産

コースの履修単位は１年前期（通期科

目を含む）に講義・演習科目が多い（25

単位）。25 単位中 17 単位が助産専門科

目である。助産コースの学生数は１学

年３名であるため、確実に学習できる

よう学生個々の学修状況を把握しなが

ら履修指導を丁寧に行っていく。また、

実習科目が増加する１年後期以降の講

義等の配置を少なくし、課題研究や実

習に備えた学修時間を確保できるよう

な科目配置としている。 

 

【２６ページ】 

第５章 教育方法、履修指導、研究指導

の方法及び修了要件 

1 教育方法 

（１）博士前期課程 

ウ 助産コース 

【１９ページ】 

第４章 教育課程の編成の考え方及

び特色 

１ 博士前期課程の編成の考え方及

び特色 

（３）看護学専門科目の配置 

ウ《助産コース》 

臨地実習では妊娠期からの継続事例

を含め 10 事例以上の分娩を介助する

とともに、正常逸脱の状態にある対象

へのアセスメント等ハイリスク状態に

ある母子のケアの実習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２３ページ】 

第５章 教育方法、履修指導、研究指導

の方法及び修了要件 

1 教育方法 

（１）博士前期課程 

ウ 助産コース 
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  助産コースの授業は主に第１キャ

ンパスで実施されるため、共通科目で

ある看護学基盤科目を履修する場合

は、必要時オンラインでの出席が可能

となるようインターネット設備などの

学修環境を調整する。また、講義・演習

科目と、実習科目が多いため、「看護師

等養成所の運営に関する指導ガイドラ

イン」に示された「助産師に求められる

実践能力と卒業時の到達目標」及び「助

産師教育の技術項目と卒業時の到達

度」を勘案して学修すべきコアとなる

課題の精選や課題の提出時期の調整等

をするとともに、計画的にかつ無理の

ない範囲で学修が進められるよう学生

を支援する。 

 

【２７ページ】 

２ 履修指導 

しかし、助産コースにおいては、履修

単位も実習単位も多いことも考慮し、

就業を継続することが困難であること

は募集要項やホームページに記載し、

入学前に伝えておくこととする。また、

履修モデル（資料ｐ59）に示すように、

１年前期で履修すべき科目が 25 単位

あり、時間割モデル（資料ｐ157 の資料

14-2、助産時間割モデル（案））に示す

ように、月曜日から土曜日まで授業は

あるものの、選択科目（青字・赤字）も

多く、自らの学習計画を組み立てるこ

とで、予習・復習を行う時間は確保する

ことができる。教員も履修モデルに基

づき学生が予習・復習の時間を確保で

きるよう履修指導を行う。さらに、授業

での課題提出の時期などを調整しなが

助産コースの授業は主に第１キャン

パスで実施されるため、共通科目であ

る看護学基盤科目を履修する場合は、

オンラインでの出席が可能となるよう

学修環境を調整する。また、講義・演習

科目と、実習科目が多いため、課題など

を計画的に進めるよう促すとともに、

教員も取り組み状況を確認しつつ進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 履修指導 

しかし、助産コースにおいては、履修

単位も実習単位も多いことも考慮し、

就業を継続することが困難であること

は募集要項やホームページに記載し、

入学前に伝えておくこととする。 
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ら、学生が計画的に進めるよう促す。 

また、助産学課題研究に早期から取り

組めるよう、１年前期に「看護研究方法

論Ⅰ（概論）」を履修することとし、助

産学課題研究は１年後期から組み入れ

ており、演習・実習での経験を研究課題

に発展させることができるよう、教員

が指導する。課題研究のための時間確

保についても、１年後期以降の科目配

置を少なくして、自らの研究課題に取

り組める時間割を組み立てる課程編成

としている。 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【入学者選抜】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応）一般選抜と社会人選抜について、両区分の評価の違いに関する説明を追加する

とともに、アドミッションポリシーに基づき何を評価するのかについて具体的に説明

するため、次のとおり修正した。 

博士前期課程の選抜方法は筆記及び面接によるものとする。アドミッションポリシ

ーの「1.幅広い基礎学力を有し、かつ希望する専門領域の基礎知識を有する人」を評

価するため、一般選抜、社会人選抜のいずれも筆記試験において英語と看護専門を課

す。研究コースにおいては出願資格に看護職の職務経験を求めないが、看護学専攻を

志す者である以上、看護専門科目の基礎知識を有することを評価する必要がある。ま

た、面接では、アドミッションポリシーの「2.人間や社会に対して広く興味を持ち、

豊かな人間性と高い倫理観を有する人」及び「3.看護学を通じて地域包括ケアシステ

ムの改善・発展に貢献する意志を有する人」について評価を行う。社会人選抜におい

ては一般選抜よりも本要件を重視するため、社会人選抜における面接の配点は一般選

抜のものよりも高く設定し、複数の面接者により適正に評価を行う。 

博士後期課程はアドミッションポリシーに合致する人を評価するため、筆記（英語）

及び口頭試験を課す。社会人選抜においては、アドミッションポリシーの「3.研究を

通して、看護学や看護実践の発展に寄与するとともに、地域社会及び国際社会に貢献

する意志を有する人」を特に重視するため、口頭試験の配点を一般選抜よりも高く設

定し、複数の面接者により適正に評価を行う。 

４ 「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.49「５ 選抜方法及び募集人員」では、

一般選抜と社会人選抜のいずれも同じ入試科目が課される計画であると見受けられるも

のの、選抜方法については「面接では、アドミッション・ポリシーに基づいて選抜を行う」

としか説明されておらず、「英語（読解）」及び「看護専門（記述）」に関して説明されてい

ないため、それぞれの選抜方法によって、アドミッション・ポリシーに基づき何を評価・

判定するのか判然としない。また、同書類 p.45 に記載しているアドミッション・ポリシ

ーの５．において「助産コース志願者は、・・・『一般選抜』及び『社会人選抜』の区分で

入学者選抜を行う」ことを掲げているが、同書類の p.49「５ 選抜方法及び募集人員」で

は、「助産コース」に限らず一般選抜と社会人選抜を実施する計画であるように見受けら

れることに加えて、両区分の選抜方法や評価基準の違いに関する説明がないため、一般選

抜と社会人選抜の位置づけが不明確である。このため、一般選抜と社会人選抜それぞれの

選抜区分・選抜方法において、アドミッション・ポリシーに基づき何を評価・判定するの

か具体的に説明した上で、アドミッション・ポリシーに基づき適切な選抜方法が設定され

ていることを明確に説明すること。 
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さらに、一般選抜と社会人選抜について、同じ入試科目を課すものの評価基準が異

なることを明示するため、表中に各科目の配点と選抜方法を記載した。 

なお、「助産コース」に限らず一般選抜と社会人選抜を実施する計画であるため、

アドミッションポリシーの５．から社会人選抜に関する記載を削除した（是正事項５

参照）。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

【５２ページ】 

第１１章 入学者選抜の概要 

５ 選抜方法及び募集人員 

入学者選抜にあたっては、出願前に

看護への関心度や学習意欲、地域包括

ケアシステム等、医療・介護・福祉の現

状に対する課題等を含めて、研究テー

マ・研究内容について、選択する分野の

教員と十分な相談を行う機会を設け

る。その際、看護師、保健師、助産師の

職務経験、保健、医療、介護、社会福祉

サービス等に係る職務経験、関連資格

の取得状況についての確認を行い、本

研究科修了後の看護学および社会への

貢献等についても十分話し合う。 

博士前期課程の選抜方法は筆記及び

面接によるものとする。アドミッショ

ンポリシーの「1.幅広い基礎学力を有

し、かつ希望する専門領域の基礎知識

を有する人」を評価するため、一般選

抜、社会人選抜のいずれも筆記試験に

おいて英語と看護専門を課す。研究コ

ースにおいては出願資格に看護職の職

務経験を求めないが、看護学専攻を志

す者である以上、看護専門科目の基礎

知識を有することを評価する必要があ

る。また、面接では、アドミッションポ

リシーの「2.人間や社会に対して広く

【４９ページ】 

第１１章 入学者選抜の概要 

５ 選抜方法及び募集人員 

入学者選抜にあたっては、出願前に

看護への関心度や学習意欲、地域包括

ケアシステム等、医療・介護・福祉の現

状に対する課題等を含めて、研究テー

マ・研究内容について、選択 分野 の教

員と十分な相談を行う機会を設ける。

その際、実務経験、関連資格の取得状況

についての確認を行い、本研究科修了

後の看護学および社会への貢献等につ

いても十分話し合う。一般選抜、社会人

選抜のいずれも面接を課す。面接では、

アドミッションポリシーに基づいて選

抜を行う。 

 

課程 入試区分 募集人員 入試科目 

博士前期課程 
一般 

15 名 
英語（読解）、看護専門（記述）、面接 

社会人 英語（読解）、看護専門（記述）、面接 

博士前期課程

（助産コー

ス） 

一般 

3名 

英語（読解）、看護専門（記述）、面接 

社会人 英語（読解）、看護専門（記述）、面接 

博士後期課程 

一般 

5名 

英語（読解）、口頭試験 

社会人 英語（読解）、口頭試験 

内部進学者 口頭試験 
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興味を持ち、豊かな人間性と高い倫理

観を有する人」及び「3.看護学を通じて

地域包括ケアシステムの改善・発展に

貢献する意志を有する人」について評

価を行う。社会人選抜においては一般

選抜よりも本要件を重視するため、社

会人選抜における面接の配点は一般選

抜のものよりも高く設定し、複数の面

接者により適正に評価を行う。 

博士後期課程はアドミッションポリ

シーに合致する人を評価するため、筆

記（英語）及び口頭試験を課す。社会人

選抜においては、アドミッションポリ

シーの「3.研究を通して、看護学や看護

実践の発展に寄与するとともに、地域

社会及び国際社会に貢献する意志を有

する人」を特に重視するため、口頭試験

の配点を一般選抜よりも高く設定し、

複数の面接者により適正に評価を行

う。 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【入学者選抜】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応）アドミッションポリシーから学士の資格を有さない者の出願資格に係る記載を

削除した。「実務経験」とあったのは「職務経験」に統一し、社会人選抜（研究コー

ス）の出願資格における「３年以上の職務経験」について、「看護職に限らず 3 年以

上の保健・医療・介護・社会福祉サービス等に係る職務経験」と具体的に記載した。

また、「大学入学資格を有し」とあるのを「大学院入学資格」と改めた。 

 

（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

【４８ページ】 

第１１章 入学者選抜の概要 

１ 入学者受入の方針 

 (1)アドミッションポリシー（博士前

期課程） 

 1.幅広い基礎学力を有し、かつ希望

する専門領域の基礎知識を有する人 

2.人間や社会に対して広く興味を持

ち、豊かな人間性と高い倫理観を有す

る人 

3.看護学を通じて地域包括ケアシステ

ムの改善・発展に貢献する意志を有す

る人 

【４５ページ】 

第１１章 入学者選抜の概要 

１ 入学者受入の方針 

 (1)アドミッションポリシー（博士前

期課程） 

 1.幅広い基礎学力を有し、かつ希望

する専攻分野の基礎知識を有する人 

2.人間や社会に対して広く興味を持

ち、豊かな人間性と高い倫理観を有す

る人 

3.看護学を通じて地域包括ケアシステ

ムの改善・発展に貢献する意志を有す

る人 

５ 「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」p.45 において、アドミッション・ポリシー５．

について、「学士の学位を有しない社会人についても出願資格を与えることとし」と説明

しており、同書類 p.45「２ 選抜区分及び出願資格（博士前期課程）」においても出願す

ることを認めると記載されているが、学士の資格を有さない者の入学資格の判断について

の記載が見受けられないため、アドミッション・ポリシーで説明されている意図が判然と

しない。また、同書類 p.47「（４）社会人選抜（研究コース）」において、他の区分で求め

る「実務経験」とは異なり「３年以上の職務経験を有する者」と説明されているが、どの

ような「職務経験」を求めているのかが判然としない。加えて、同箇所において「大学入

学資格を有し」と説明しているが、「大学院入学資格」の誤りではないかと思われるもの

の、判然としない。このため、受験生に対して誤解を生じさせる懸念があることから、適

切に改めること。 
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4.高度実践看護コース志望者は、対応

する専門領域の職務経験を有し、専門

看護師の資格取得を志す人 

5.助産コース志願者は、助産師の免許

取得を志す人で、看護師資格又は看護

師国家試験受験資格を有する者 

また、公平かつ透明性のある選抜方法

を実施し、幅広い見識のもと地域包括

ケアシステムを推進するために、大学

院教育を受けるにふさわしい能力・適

性を備えた人材を受け入れる。 

 

 

 

 

 

 (2)アドミッションポリシー（博士後

期課程） 

1.職務に関する知見を有し、看護学へ

の探求心を有する人 

2.看護学研究に対する強い動機と基礎

的研究能力を身に付け、自立して学修

する姿勢を有する人 

3.研究を通して、看護学や看護実践の

発展に寄与するとともに、地域社会及

び国際社会に貢献する意志を有する人 

 

なお、博士後期課程においては、本研究

科博士前期課程からの内部進学者につ

いて、「内部進学者選抜」の区分を設け

る。 

 

２ 選抜区分及び出願資格（博士前期

課程） 

 本研究科の出願資格は、入学年度の

４月１日において、次の各号に掲げる

4.高度実践看護コース志望者は、対応

する分野の実務経験を有し、専門看護

師の資格取得を志す人 

5.助産コース志願者は、助産師の免許

取得を志す人で、看護師資格又は看護

師国家試験受験資格を有する者、学士

の学位を有する者のほか、学士の学位

を有しない社会人についても出願資格

を与えることとし、「一般選抜」及び「社

会人選抜」の区分で入学者選抜を行う。 

また、公平かつ透明性のある選抜方法

を実施し、幅広い見識のもと地域包括

ケアシステムを推進するために、大学

院教育を受けるにふさわしい能力・適

性を備えた人材を受け入れる。 

 

 (2)アドミッションポリシー（博士後

期課程） 

 1.実務の知見を有し、看護学への探

求心を有する人 

2.看護学研究に対する強い動機と基礎

的研究能力を身に付け、自立して学修

する姿勢を有する人 

3.看護学や看護実践の発展に寄与する

意志を有する人 

看護学を通じて、地域社会及び国際社

会に貢献する意志を有する人 

なお、博士後期課程においては、本研究

科博士前期課程からの内部進学者につ

いて、「内部進学者選抜」の区分を設け

る。 

 

２ 選抜区分及び出願資格（博士前期

課程） 

 本研究科の出願資格は、入学年度の

４月１日において、次の各号に掲げる

- 38 -



 

要件のいずれかに該当する者とする。

なお、アドミッションポリシーに基づ

き、看護師の免許を有していない看護

系以外の大学卒業者や学士の資格を有

さない社会人に対しても、出願するこ

とを認めることとする。助産コースに

ついては、看護師資格及び看護師受験

資格見込みを有すること、及び、高度実

践看護コースでは、看護職として、対応

する専門領域において３年以上の職務

経験を有することを必須とする。 

【４９ページ】 

 (1)一般選抜（研究コース） 

一般選抜（研究コース）は、本学の学部

学生をはじめ、広く他大学の学生、社会

人などを対象とし、出願資格は次のア

からコに掲げるとおりとする。 

入学者選抜にあたっては、出願前に志

願する選択分野の教員と、研究テーマ・

研究内容等についての相談を行う機会

を設ける。その際、看護学研究科で学ぶ

目的、関連資格の取得状況、職務経験等

についてヒアリングを行い、本研究科

修了後の看護学および社会への貢献等

に関する事項についても十分に確認を

行う。 

 

ア 学校教育法第83条に定める大学を

卒業した者（又は入学前年度 3 月まで

に卒業見込みの者） 

イ 学校教育法第 104 条第 7 項の規定

により学士の学位を授与された者（又

は入学前年度 3 月までに授与される見

込みの者） 

ウ 外国において、学校教育による 16

年の課程を修了した者（又は入学前年

要件のいずれかに該当する者とする。

なお、アドミッションポリシーに基づ

き、看護師の免許を有していない看護

系以外の大学卒業者や学士の資格を有

さない社会人に対しても、出願するこ

とを認めることとする。助産コースに

ついては、看護師資格及び看護師受験

資格見込みを有することを必須とす

る。 

 

 

【４６ページ】 

 (1)一般選抜（研究コース） 

一般選抜（研究コース）は、本学の学部

学生をはじめ、広く他大学の学生、社会

人などを対象とし、出願資格は次のア

からケに掲げるとおりとする。 

入学者選抜にあたっては、出願前に志

願する選択分野の教員と、研究テーマ・

研究内容等についての相談を行う機会

を設ける。その際、看護学研究科で学ぶ

目的、関連資格の取得状況、実務経験等

についてヒアリングを行い、本研究科

修了後の看護学および社会への貢献等

に関する事項についても十分に確認を

行う。 

 

ア 学校教育法第83条に定める大学を

卒業した者（又は入学前年度 3 月まで

に卒業見込みの者） 

イ 学校教育法第 104 条第 7 項の規定

により学士の学位を授与された者（又

は入学前年度 3 月までに授与される見

込みの者） 

ウ 外国において、学校教育による 16

年の課程を修了した者（又は入学前年
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度 3月までに修了見込みの者） 

エ 外国の学校が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修する

ことにより当該外国の学校教育におけ

る 16 年の課程を修了した者（又は入学

前年度 3月までに修了見込みの者） 

オ 我が国において、外国の大学の課

程（その修了者が当該外国の学校教育

における16年の課程を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって、文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者（又は入学前年度 3 月まで

に修了見込みの者） 

カ 外国の大学その他の外国の学校

(その教育研究活動等の総合的な状況

について、当該外国の政府又は関係機

関の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして文

部科学大臣が別に指定するものに限

る。)において、修業年限が 3年以上で

ある課程を修了すること(当該外国の

学校が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修することにより

当該課程を修了すること及び当該外国

の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって前号の指定を受け

たものにおいて課程を修了することを

含む。)により、学士の学位に相当する

学位を授与された者（又は入学前年度 3

月までに授与される見込みの者） 

キ 専修学校の専門課程（修業年限が 4

年以上であること、その他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するも

度 3月までに修了見込みの者） 

エ 外国の学校が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修する

ことにより当該外国の学校教育におけ

る 16 年の課程を修了した者（又は入学

前年度 3月までに修了見込みの者） 

オ 我が国において、外国の大学の課

程（その修了者が当該外国の学校教育

における16年の課程を修了したとされ

るものに限る。）を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって、文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者（又は入学前年度 3 月まで

に修了見込みの者） 

カ 外国の大学その他の外国の学校

(その教育研究活動等の総合的な状況

について、当該外国の政府又は関係機

関の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして文

部科学大臣が別に指定するものに限

る。)において、修業年限が 3年以上で

ある課程を修了すること(当該外国の

学校が行う通信教育における授業科目

を我が国において履修することにより

当該課程を修了すること及び当該外国

の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって前号の指定を受け

たものにおいて課程を修了することを

含む。)により、学士の学位に相当する

学位を授与された者（又は入学前年度 3

月までに授与される見込みの者） 

キ 専修学校の専門課程（修業年限が 4

年以上であること、その他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するも
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のを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者（又は入学前年度 3 月までに

修了見込みの者） 

ク 文部科学大臣の指定した者（昭和

28 年 2 月 7 日文部省告示第 5号） 

ケ 短期大学及び高等専門学校の卒業

者、専修学校専門課程の修了者等で、看

護師国家資格を有し、かつ、大学を卒業

した者と同等以上の学力があると本学

において認められた者（入学前年度3月

31 日までに満 22 歳に達する者に限

る）。 

コ 上記アからケに該当しない者のう

ち、本大学院において大学を卒業した

者と同等以上の学力があると認められ

た者 

※ケ及びコで出願することを希望する

者は、事前に出願資格審査を実施する。 

 

【５０ページ】 

 (2)一般選抜（高度実践看護コース） 

一般選抜（高度実践コース）の出願資格

は、一般選抜（研究コース）の出願資格

のいずれかの条件を満たし、看護師、保

健師、助産師のいずれかの資格を有し、

看護職として、対応する専門領域にお

いて 3 年以上の職務経験を有する者と

する。 

 

 (3)一般選抜（助産コース） 

一般選抜（助産コース）は、一般選抜（研

究コース）の出願資格のいずれかの条

件を満たし、看護師の資格を有する者、

または看護師国家試験受験資格を有し

看護師国家資格を取得見込みの者とす

る。 

のを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者（又は入学前年度 3 月までに

修了見込みの者） 

ク 文部科学大臣の指定した者（昭和

28 年 2 月 7 日文部省告示第 5号） 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 上記アからクに該当しない者のう

ち、本大学院において大学を卒業した

者と同等以上の学力があると認められ

た者 

※ケで出願することを希望する者は、

事前に出願資格審査を実施する。 

 

【４７ページ】 

 (2)一般選抜（高度実践看護コース） 

一般選抜（高度実践コース）の出願資格

は、一般選抜（研究コース）の出願資格

のいずれかの条件を満たし、看護師、保

健師、助産師のいずれかの資格を有し、

3年以上の実務経験を有する者とする。 

 

 

 (3)一般選抜（助産コース） 

一般選抜（助産コース）は、一般選抜（研

究コース）の出願資格のいずれかの条

件を満たし、看護師の資格を有する者、

または看護師国家試験受験資格を有し

看護師国家資格を取得見込みの者とす

る。 
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 (4)社会人選抜（研究コース） 

社会人選抜（研究コース）の出願資格

は、一般選抜（研究コース）の出願資格

のいずれかの条件を満たす者で、大学

院入学資格を有し、入学年度 4 月 1 日

時点で満 25 歳以上であり、かつ、看護

職に限らず 3 年以上の保健・医療・介

護・社会福祉サービス等に係る職務経

験を有する者とする。 

入学者選抜にあたっては、出願前に志

願する領域の教員と、研究テーマ・研究

内容等についての相談を行う機会を設

ける。その際、看護学研究科で学ぶ意

図、保健・医療・介護・社会福祉サービ

ス等に係る職務経験内容等についてヒ

アリングを行い、本研究科修了後の保

健、医療、介護、福祉等の実践能力の向

上及び地域包括ケアシステムの推進へ

の貢献に関する考え方等についても十

分に確認を行う。 

 

 (5)社会人選抜（高度実践看護コー

ス） 

社会人選抜（研究コース）の出願資格の

いずれかの条件を満たし、看護師、保健

師、助産師のいずれかの資格を有し、看

護職として、対応する専門領域におい

て 3 年以上の職務経験を有する者とす

る。 

 

 (6)社会人選抜（助産コース） 

社会人選抜（研究コース）の出願資格の

いずれかの条件を満たし、看護師の資

格を有し、3年以上の看護職としての職

務経験を有する者とする。 

 (4)社会人選抜（研究コース） 

社会人選抜（研究コース）の出願資格

は、一般選抜（研究コース）の出願資格

のいずれかの条件を満たす者で、大学

入学資格を有し、入学年度 4 月 1 日時

点で満 25 歳以上であり、かつ、3 年以

上の職務経験を有する者とする。 

 

 

入学者選抜にあたっては、出願前に志

願する領域の教員と、研究テーマ・研究

内容等についての相談を行う機会を設

ける。その際、看護学研究科で学ぶ意

図、実務経験内容等についてヒアリン

グを行い、本研究科修了後の保健、医

療、福祉、介護等の実践能力の向上及び

地域包括ケアシステムの推進への貢献

に関する考え方等についても十分に確

認を行う。 

 

 

 

 (5)社会人選抜（高度実践看護コー

ス） 

社会人選抜（研究コース）の出願資格の

いずれかの条件を満たし、看護師、保健

師、助産師のいずれかの資格を有し、3

年以上の実務経験を有する者とする。 

 

 

 

 (6)社会人選抜（助産コース） 

社会人選抜（研究コース）の出願資格の

いずれかの条件を満たし、看護師の資

格を有し、3年以上の実務経験を有する

者とする。 

- 42 -



 

【５１ページ】 

４ 選抜区分及び出願資格（博士後期

課程） 

博士後期課程では、本学大学院看護学

研究科博士前期課程を修了した者及び

他大学大学院の修士課程あるいは博士

前期課程を修了した者を受け入れる。

また個別の入学資格審査を行い、修士

課程を修了した者と同等以上の学力が

あると認められる場合は、出願するこ

とを認める。 

本学看護学研究科の博士後期課程に出

願することのできる者は、次の要件の

いずれかに該当する者とする。 

 

 (1)一般選抜 

ア 修士の学位や専門職学位を有する

者（又は入学前年度 3 月までに取得見

込みの者） 

イ 外国において、修士の学位や専門

職学位に相当する学位を授与された者

（又は入学前年度 3 月までに授与され

る見込みの者） 

ウ 外国の学校が行う通信教育を我が

国において履修し、修士の学位や専門

職学位に相当する学位を授与された者

（又は入学前年度 3 月までに授与され

る見込みの者） 

エ 我が国において、外国の大学院の

課程を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教

育施設であって、文部科学大臣が別に

指定するものの当該課程を修了し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学

位を授与された者（又は入学前年度3月

までに授与される見込みの者） 

 

４ 選抜区分及び出願資格（博士後期

課程） 

博士後期課程では、本学大学院看護学

研究科博士前期課程を修了した者及び

他大学大学院の博士前期課程を修了し

た者を受け入れる。また個別の入学資

格審査を行い、修士課程を修了した者

と同等以上の学力があると認められる

場合は、出願することを認める。 

本学看護学研究科の博士後期課程に出

願することのできる者は、次の要件の

いずれかに該当する者とする。 

 

【４８ページ】 

 (1)一般選抜 

ア 修士の学位や専門職学位を有する

者（又は入学前年度 3 月までに取得見

込みの者） 

イ 外国において、修士の学位や専門

職学位に相当する学位を授与された者

（又は入学前年度 3 月までに授与され

る見込みの者） 

ウ 外国の学校が行う通信教育を我が

国において履修し、修士の学位や専門

職学位に相当する学位を授与された者

（又は入学前年度 3 月までに授与され

る見込みの者） 

エ 我が国において、外国の大学院の

課程を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教

育施設であって、文部科学大臣が別に

指定するものの当該課程を修了し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学

位を授与された者（又は入学前年度3月

までに授与される見込みの者） 
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オ 国際連合大学の課程を修了し、修

士の学位に相当する学位を授与された

者（又は入学前年度 3 月までに授与さ

れる見込みの者） 

カ 文部科学大臣の指定した者 

(ｱ)大学等を卒業し、大学、研究所等に

おいて 2 年以上研究に従事した者で、

本学大学院において、修士の学位を有

する者と同等の学力があると認めた者

（平成元年文部省告示第 118 号） 

(ｲ)外国において学校教育における 16 

年の課程を修了した後、又は外国の学

校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16 年の課

程を修了した後、大学、研究所等におい

て、2 年以上研究に従事した者で、本学

大学院において、当該研究の成果等に

より、修士の学位を有する者と同等以

上の学力があると認めた者 

キ 本学大学院において、出願資格審

査により、修士の学位又は専門職学位

を有する者と同等以上の学力があると

認めた者で、入学年度 4 月 1 日時点で

満 27 歳に達する者 

※カ、キで出願することを希望する者

は、事前に出願資格審査を実施する。 

 

【５２ページ】 

 (2)社会人選抜 

 一般選抜の出願資格のいずれかを満

たし、かつ、看護職に限らず 3 年以上

の保健・医療・介護・社会福祉サービス

等に係る職務経験を有する者とする。 

オ 国際連合大学の課程を修了し、修

士の学位に相当する学位を授与された

者（又は入学前年度 3 月までに授与さ

れる見込みの者） 

カ 文部科学大臣の指定した者 

(ｱ)大学等を卒業し、大学、研究所等に

おいて 2 年以上研究に従事した者で、

本学大学院において、修士の学位を有

する者と同等の学力があると認めた者

（平成元年文部省告示第 118 号） 

(ｲ)外国において学校教育における 16 

年の課程を修了した後、又は外国の学

校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16 年の課

程を修了した後、大学、研究所等におい

て、2 年以上研究に従事した者で、本学

大学院において、当該研究の成果等に

より、修士の学位を有する者と同等以

上の学力があると認めた者 

キ 本学大学院において、出願資格審

査により、修士の学位又は専門職学位

を有する者と同等以上の学力があると

認めた者で、入学年度 4 月 1 日時点で

満 27 歳に達する者 

※カ、キで出願することを希望する者

は、事前に出願資格審査を実施する。 

 

 

 (2)社会人選抜 

 一般選抜の出願資格のいずれかを満

たし、3年以上の職務経験を有する者と

する。 
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（是正事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【教育研究実施組織】 

 

 

 

 

 

 

（対応） 

 教員資格審査において「不可」の判定を受け、教員を補充する授業科目については、全て

専任教員を補充する。 

 

 

６ 教員資格審査において、「不可」や「保留」、「適格な職位・区分であれば可」となった

授業科目について、当該授業科目を担当する教員を専任教員以外の教員で補充する場合に

は、当該授業科目の教育課程における位置付け等を明確にした上で、当該教員を後任とし

て補充することの妥当性について説明すること。 
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（改善事項） 看護学研究科 看護学専攻（Ｍ） 

【教育研究実施組織】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対応） 

本学の定年規程を追加で提出した。定年規程に定めたとおり、教員の定年は 65 歳だ

が、後期課程の完成年度までに定年退職を迎える教員はいないこと。また、学長・副学

長及び研究科長（令和７年４月１日部局長任用予定者２名を含む）は開学時 65 歳以上

だが、任期を定めて任用される職のため定年年齢は適用されないことの説明を、設置の

趣旨等を記載した書類「第１２章 教員研究実施組織の編成の考え方及び特色 ３ 教

員組織の年齢構成」に追加し、資料を追加した。 

また、教員の年齢構成については、大学院の開学時には 40 歳代の比較的若い人材も

採用する等、教育研究の継続性を担保するように配置するとともに、教員数が多い博士

前期課程の完成年度である令和８年度末においても、40 歳代から 50歳代の教員が６割

を占めるなど年齢層に偏りがなく、バランスのとれた教員配置としている。 

なお、設置認可申請時の規定では、研究科長の任期を 4年としていたが、研究科長は

学部長と同等の職責であることから、既存の学部長の任期と同じ２年とするとともに、

完成年度までの継続性を担保するため、任期を後期課程の完成年度までとした。 

【資料】 

＜審査意見への対応を記載した書類（資料編）＞ 

資料７－１ 川崎市立看護大学の教員等の定年に関する規程  

資料７－２ 川崎市立看護大学研究科長の任期に関する規程 

 

＜設置の趣旨等を記載した書類（資料編）＞ 

資料１２－４ 川崎市立看護大学研究科長の任期に関する規程 

資料１２－５ 川崎市立看護大学の教員等の定年に関する規程 

７「設置の趣旨等を記載した書類（本文）」の p.51「３ 教員組織の年齢構成」において

は、本学の定年規定に基づく定年年齢に達する者は「学長」、「副学長」、「学部長及び

図書館長」及び「研究科長」の任期に関する規程により、「それぞれ４年間の任期制の

職としているため、定年年齢は適用されない」と説明し、「学年進行中に定年退職を迎

える教員はいない」と説明している。しかしながら、各役職の任期に関する規程にお

いて定められている任期は、役職に就く任期を定めているものと見受けられ、本学の

教員として定年規程が適用されない取扱いであることが確認できないが、本学の定年

規程が未提出であるため、取扱いが判然としない。このため、本学の定年規程を提出

するとともに、年齢構成を踏まえた教育研究の継続性の観点から、改めて適切な教育

研究実施組織が編制されていることを説明すること。【研究科共通】 
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（新旧対照表）設置の趣旨等を記載した書類 

新 旧 

【５５ページ】 

第１２章 教員研究実施組織の編成の

考え方及び特色 

３ 教員組織の年齢構成 

（１）年齢構成 

研究科の年齢構成については、教育

研究水準の維持向上及び教育研究の活

性化に支障がない構成であり、60 歳代

9 名、50 歳代 14 名、40 歳代 10 名の構

成としており、教授の平均年齢は約

57.4 歳、准教授の平均年齢は約 54.8

歳、講師の平均年齢は約 49 歳となって

いる。 

教員の定年は 65歳であるが、後期課

程の完成年度までに定年退職を迎える

教員はいない。また、学長・副学長及び

研究科長（予定者）は開学時 65 歳以上

であるが、任期を定めて任用される職

のため定年年齢は適用されない。根拠

は以下のとおりである。 

 

【５６ページ】 

（２）教員（教授、准教授、講師）の定

年 

川崎市直営の大学院である本学の教員

の定年については、以下のとおりであ

る。 

１）地方公務員法 (以下「地公法」とい

う。)第 28 条の６ 第２項 

職員の定年は、国の職員につき定めら

れている定年を基準として条例で定め

る。 

２）教育公務員特例法(以下「教特法」

【５１ページ】 

第１２章 教員研究実施組織の編成の

考え方及び特色 

３ 教員組織の年齢構成 

 

研究科の年齢構成については、教

育研究水準の維持向上及び教育研究

の活性化に支障がない構成であり、

60 歳代 9 名、50 歳代 13 名、40 歳代

9名の構成としており、教授の平均年

齢は約 58.5 歳、准教授の平均年齢は

約 54.8 歳、講師の平均年齢は約 49歳

となっている。 

また、教員の定年については、「川

崎市立看護大学の教員等の定年に関

する規程」において、若干名が定年年

齢に達してしているが、「川崎市立看

護大学学長の任期に関する規程」、

「川崎市立看護大学副学長の任期に

関する規程」、「川崎市立看護大学学

部長及び図書館長の任期に関する規

程」及び「川崎市立看護大学研究科長

の任期に関する規程」により、それぞ

れ４年間の任期制の職としているた

め、定年年齢は適用されない。学年進

行中に定年退職を迎える教員はいな

い。完成年度後に退職や欠員が生じ

た場合は、学部内教員の昇格によっ

て補填することや、公募による採用

を検討する。 
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という。)第８条 

大学教員に対する１）の規定の適用に

ついては、「国の職員につき定められて

いる定年を基準として条例で」とある

のは「評議会の議に基づき学長が」とす

る。 

３）川崎市立看護大学の教員等の定年

に関する規程 

２）の規定より、本学では「川崎市立看

護大学の教員等の定年に関する規程」

を制定し、教員の定年を 65 歳と規定し

ている。（資料１２―５） 

後期課程の完成年度までに定年退職を

迎える教員はいないが、完成年度後に

退職や欠員が生じた場合は、学部内教

員の昇格によって補填することや、公

募による採用を検討する。 

（３）学長・副学長・研究科長 

川崎市直営の大学院である本学の学

長・副学長・研究科長の在職期間につい

ては、次のとおりである。 

１）地公法第２８条の６ 第４項 

第１～３項の規定（定年による退職）

は、（中略）その他の法律により任期を

定めて任用される職員（中略）には適用

しない。 

２）教特法第７条 

学長及び部局長の任期については、評

議会の議に基づき学長が定める。 

３）学長・副学長・研究科長の在職期間 

１）、２）により、教特法第 7条により

任期を定めて任用される大学の学長及

び部局長に、地公法第 28 条の６の定年

規程は適用されない。（逐条地方公務員

法(第 2 次改定版 橋本勇 著)） 

４）本学における任期規程 
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評議会の議に基づき、学長、副学長、学

部長及び図書館長、研究科長の任期に

ついて学長が定める規程（資料１２－

１～４）により、再任を含めるといずれ

も最大 6年の任期となっている。 

 

（資料１２－１ 川崎市立看護大学学

長の任期に関する規程） 

（資料１２－２ 川崎市立看護大学副

学長の任期に関する規程） 

（資料１２－３ 川崎市立看護大学学

部長及び図書館長の任期に関する規

程） 

（資料１２－４ 川崎市立看護大学研

究科長の任期に関する規程） 

（資料１２－５ 川崎市立看護大学の

教員等の定年に関する規程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料１２－１ 川崎市立看護大学学

長の任期に関する規程） 

（資料１２－２ 川崎市立看護大学副

学長の任期に関する規程） 

（資料１２－３ 川崎市立看護大学学

部長及び図書館長の任期に関する規

程） 

（資料１２－４ 川崎市立看護大学研

究科長の任期に関する規程） 
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